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四　

共
犯
・
正
犯
性
説

1　

は
じ
め
に

　
⑴
　
実
行
行
為
基
軸
論
・
実
行
行
為
遊
離
論

　

こ
れ
ま
で
考
察
し
た
共
謀
共
同
正
犯
に
関
す
る
諸
見
解
を
簡
単
に
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
項
で
の
考
察
の
位
置
を
確
認
し
て
お

き
た
い
。

　

①　

共
犯
性
説　
　

本
稿
で
は
、
ま
ず
、
共
謀
共
同
正
犯
を
共
犯
と
す
る
共
犯
性
説
と
し
て
、「
共
同
意
思
主
体
説
」、「
共
同
意
思

関
係
説
」
を
考
察
し
た
。
こ
れ
ら
両
説
に
よ
る
と
、
共
同
正
犯
は
共
犯
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
成
立
の
た
め
に
は
共
同
者
の
全
員
が

実
行
行
為
の
全
部
又
は
一
部
を
分
担
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、
実
行
行
為
の
分
担
は
共
同
正
犯
の
罪
責
を
負
担
す
る
要
件

で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
実
行
行
為
の
概
念
は
、
両
説
に
と
っ
て
、
共
同
正
犯
の
可
罰
性
を
顕
在
化
さ
せ
、
実
行
従
属
性
を
表
現
す
る
も

の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
両
説
が
厳
密
な
意
味
で
の
統
一
的
共
犯
方
式
を
採
る
こ
と
に
な
り
、
狭
義
の
共
犯
（
教
唆

犯
・
従
犯
）
が
そ
れ
に
包
摂
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
は
、
あ
る
意
味
で
当
然
の
帰
結
と
い
え
よ
（
（
（
う
。

　

②　

正
犯
性
説
＋
実
行
行
為
基
軸
論　
　

次
に
、
本
稿
で
は
、
共
謀
共
同
正
犯
を
正
犯
と
す
る
正
犯
性
説
の
う
ち
、
実
行
行
為
を
基

軸
に
し
て
正
犯
性
を
規
定
す
る
見
解
を
「
実
行
行
為
基
軸
論
」
と
称
し
、
こ
れ
を
、
記
述
的
・
類
型
的
な
実
行
行
為
の
概
念
を
軸
に
し

て
正
犯
概
念
を
構
築
す
る
「
形
式
的
実
行
行
為
説
」
と
、
規
範
的
・
価
値
的
な
実
行
行
為
概
念
を
軸
に
し
て
正
犯
概
念
を
構
築
す
る

「
実
質
的
実
行
行
為
説
」
と
に
類
別
し
た
。
そ
し
て
、
後
者
の
実
質
的
実
行
行
為
説
に
分
類
さ
れ
る
見
解
と
し
て
、「
間
接
正
犯
類
似

説
」、「
行
為
支
配
説
」
及
び
「
優
越
支
配
共
同
正
犯
説
」
を
考
察
し
た
。
こ
れ
ら
の
見
解
が
緩
や
か
な
意
味
で
の
統
一
的
正
犯
方
式
に



63 共謀共同正犯における「重要な役割説」の検討（関　哲夫）

接
近
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
は
、
当
然
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

形
式
的
実
行
行
為
説
が
形
式
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
り
把
握
さ
れ
た
実
行
行
為
概
念
を
軸
に
し
て
正
犯
性
を
規
定
す
る
見
解
で
あ
る
の

に
対
し
、
実
質
的
実
行
行
為
説
は
、
実
質
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
り
把
握
さ
れ
た
実
行
行
為
概
念
を
軸
に
し
て
正
犯
性
を
規
定
す
る
見
解

で
あ
り
、
両
説
と
も
に
、「
正
犯
＝
実
行
行
為
の
分
担
者
」
と
す
る
実
行
行
為
基
軸
論
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
実
行
行
為
概
念

を
形
式
的
・
類
型
的
に
把
握
す
る
か
、
実
質
的
・
価
値
的
に
把
握
す
る
か
に
相
違
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
形
式
的
実
行
行
為

説
が
共
謀
共
同
正
犯
の
理
論
を
否
定
す
る
に
至
る
の
も
、
ま
た
必
然
と
い
え
よ
う
。

　

③　

正
犯
性
説
＋
実
行
行
為
遊
離
論　
　

他
方
、
共
謀
共
同
正
犯
を
正
犯
と
す
る
正
犯
性
説
の
中
に
は
、
正
犯
の
概
念
を
実
行
行
為

の
概
念
か
ら
解
放
す
る
実
行
行
為
遊
離
論
を
展
開
し
、
正
犯
の
概
念
そ
れ
自
体
を
正
面
か
ら
考
究
し
よ
う
と
す
る
見
解
が
存
在
す
る
。

本
稿
で
は
、
こ
れ
を
「
正
犯
性
基
軸
論
」
と
称
し
た
。
正
犯
性
基
軸
論
を
採
る
見
解
も
、
こ
れ
を
、
正
犯
性
の
概
念
を
形
式
要
素
で
も

っ
て
規
定
す
る
形
式
的
正
犯
性
基
軸
論
と
、
実
質
要
素
で
も
っ
て
規
定
す
る
実
質
的
正
犯
性
基
軸
論
と
に
類
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

本
稿
で
は
、
前
者
の
見
解
を
「
形
式
的
正
犯
性
具
備
説
」
と
称
し
た
が
、
正
犯
性
を
規
定
す
る
形
式
要
素
と
し
て
は
、
現
在
の
と
こ

ろ
、
法
律
要
件
に
該
当
す
る
行
為
、
つ
ま
り
実
行
行
為
が
提
示
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
は
実
行
行
為
基
軸
論
の
一
つ
で
あ
る

形
式
的
実
行
行
為
説
に
ほ
か
な
ら
ず
、
す
で
に
考
察
し
た
。
実
行
行
為
の
ほ
か
に
正
犯
性
そ
の
も
の
を
正
面
か
ら
規
定
す
る
形
式
要
素

は
未
だ
提
示
さ
れ
て
い
な
い
現
状
か
ら
す
る
と
、
実
行
行
為
遊
離
論
を
前
提
と
し
た
形
式
的
正
犯
性
具
備
説
は
主
張
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
に
な
る
。
他
方
、
後
者
の
実
質
的
正
犯
性
具
備
説
と
し
て
、
本
稿
で
は
、「
相
互
利
用
・
補
充
関
係
説
」、「『
自
己
の
犯
罪
』
説
」、

「
教
唆
正
犯
説
」、「『
正
犯
の
背
後
の
正
犯
』
説
」
を
考
察
し
た
。

　

④　

共
犯
・
正
犯
性
説
＋
実
行
行
為
遊
離
論　
　

さ
て
、
本
項
で
は
、「（
共
謀
）
共
同
正
犯
は
共
犯
で
あ
り
か
つ
正
犯
で
も
あ
る
」

と
す
る
共
犯
・
正
犯
性
説
と
し
て
、「
重
要
な
役
割
説
」
と
「
準
実
行
共
同
正
犯
説
」
を
考
察
す
る
。
両
説
と
も
、
実
行
行
為
遊
離
論
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を
前
提
と
し
て
い
る
点
で
、
前
項
で
考
察
し
た
実
質
的
正
犯
性
具
備
説
と
共
通
す
る
が
、
両
説
が
、「
共
謀
共
同
正
犯
は
共
犯
で
あ
り

か
つ
正
犯
で
も
あ
る
」
こ
と
を
正
面
に
据
え
て
展
開
す
る
点
で
、「
共
謀
共
同
正
犯
は
正
犯
で
あ
る
」
と
す
る
実
質
的
正
犯
性
具
備
説

と
異
な
る
。
ま
た
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
重
要
な
役
割
説
は
準
実
行
共
同
正
犯
説
へ
と
引
き
継
が
れ
て
い
く
見
解
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
1
）　

石
井
徹
哉
「
共
同
正
犯
に
関
す
る
一
考
察
」
西
原
春
夫
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
第
二
巻
（
一
九
九
八
年
）
三
八
三
頁
参
照
。

　

⑵
　
包
括
的
正
犯
説
の
細
分
化

　

①　

包
括
的
正
犯
説
の
広
範
性　
　
「
包
括
的
正
犯
説
」
と
い
う
学
説
の
分
類
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
考
察
し
て
お
き
た

い
。
包
括
的
正
犯
説
を
主
張
す
る
論
者
の
中
に
は
、
こ
の
説
の
意
義
に
つ
い
て
、「
刑
法
60
条
の
『
共
同
し
て
実
行
し
た
』
と
い
う
の

は
、
二
人
以
上
の
共
同
意
思
に
基
づ
い
て
犯
罪
を
実
行
す
る
こ
と
を
い
う
か
ら
、
実
行
行
為
を
分
担
し
合
っ
た
実
行
共
同
正
犯
の
場
合

ば
か
り
で
な
く
、
共
同
実
行
の
意
思
と
共
同
実
行
の
事
実
と
が
認
め
ら
れ
る
限
り
共
同
正
犯
が
成
立
す
（
（
（
る
」
と
す
る
見
解
と
定
義
す
る

も
の
が
あ
り
、
こ
の
定
義
を
そ
の
ま
ま
援
用
す
る
論
（
（
（
者
も
い
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
定
義
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
と
、
そ
れ
が
広
範
で
包
括
的
で
あ
る
た
め
、
本
稿
で
分
類
し
た
実
質
的
正
犯
性
基
軸

論
、
す
な
わ
ち
、
規
範
的
・
価
値
的
な
実
行
行
為
概
念
を
基
軸
に
し
て
正
犯
概
念
を
構
築
す
る
実
質
的
実
行
行
為
説
、
及
び
、
正
犯
性

の
概
念
を
実
行
行
為
の
概
念
か
ら
解
き
放
ち
、
実
質
要
素
で
も
っ
て
規
定
す
る
実
質
的
正
犯
性
基
軸
論
を
前
提
と
す
る
実
質
的
正
犯
性

具
備
説
（
相
互
利
用
・
補
充
関
係
説
、「
自
己
の
犯
罪
」
説
、
教
唆
正
犯
説
、「
正
犯
の
背
後
の
正
犯
」
説
）
も
こ
の
説
に
包
摂
さ
れ
て

し
ま
う
。

　

ま
た
、
包
括
的
正
犯
説
の
意
義
に
つ
い
て
、「
60
条
を
、
二
人
以
上
の
者
が
共
同
し
、
そ
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
が
実
行
し
た
と
き
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は
、
共
同
者
は
す
べ
て
正
犯
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
と
い
う
趣
旨
に
読
み
、
実
行
行
為
を
行
っ
た
者
で
な
く
て
も
正
犯
た
り
え
る
こ
と
を

正
面
か
ら
認
め
る
考
え
方
」
で
あ
り
、「
い
わ
ば
、
正
犯
概
念
と
実
行
概
念
を
分
離
す
る
立
場
と
も
い
え
（
（
（

る
」
と
し
て
、
正
犯
性
の
概

念
と
実
行
行
為
の
概
念
と
の
分
離
を
強
調
し
て
こ
れ
を
定
義
す
る
も
の
も
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
正
犯
性
の
概
念
と
実
行
行
為
の
概
念

の
分
離
と
い
う
点
を
強
調
し
て
定
義
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
定
義
に
は
、
準
実
行
共
同
正
犯
説
は
も
ち
ろ
ん
、
本
稿
で
考
察
し
た
実
質

的
正
犯
性
具
備
説
（
相
互
利
用
・
補
充
関
係
説
、「
自
己
の
犯
罪
」
説
、
教
唆
正
犯
説
、「
正
犯
の
背
後
の
正
犯
」
説
）
を
も
包
摂
さ
れ

て
し
ま
う
広
範
で
包
括
的
な
定
義
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
し
か
も
、
共
謀
共
同
正
犯
に
実
行
従
属
性
を
認
め
、
あ
る
い
は
少

な
く
と
も
共
犯
性
を
看
取
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
正
犯
性
説
、
共
犯
性
説
、
正
犯
・
共
犯
性
説
、
共
犯
・
正
犯
性
説
の

い
ず
れ
に
分
類
さ
れ
る
か
に
関
わ
り
な
く
、
必
然
的
に
正
犯
性
の
概
念
と
実
行
行
為
の
概
念
と
の
分
離
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
正
犯

性
の
概
念
と
実
行
行
為
の
概
念
の
分
離
と
い
う
点
を
強
調
し
た
と
し
て
も
、
包
括
的
正
犯
説
の
特
徴
を
摘
出
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。

　

②　

包
括
的
正
犯
説
の
細
分
化　
　

し
た
が
っ
て
、
包
括
的
正
犯
説
の
定
義
を
よ
り
精
密
に
し
、
そ
れ
が
包
括
す
る
範
囲
を
限
定
す

べ
き
で
あ
る
し
、
そ
れ
が
困
難
で
あ
る
な
ら
ば
、
包
括
的
正
犯
説
を
さ
ら
に
細
分
化
し
、
各
学
説
の
特
徴
を
鮮
明
に
す
べ
き
で
あ
る
。

　

本
稿
は
、
包
括
的
正
犯
説
を
細
分
化
し
、「
相
互
利
用
・
補
充
関
係
説
」、「『
自
己
の
犯
罪
』
説
」、「
重
要
な
役
割
説
」、
そ
し
て

「
準
実
行
共
同
正
犯
説
」
に
分
け
た
う
え
で
、
相
互
利
用
・
補
充
関
係
説
、「
自
己
の
犯
罪
」
説
は
正
犯
性
説
で
あ
る
の
で
実
質
的
正
犯

性
具
備
説
に
分
類
し
、
教
唆
正
犯
説
、「
正
犯
の
背
後
の
正
犯
」
説
も
同
様
の
特
徴
を
有
す
る
の
で
実
質
的
正
犯
性
具
備
説
に
分
類
し

た
。
他
方
、
重
要
な
役
割
説
、
準
実
行
共
同
正
犯
説
は
共
犯
・
正
犯
性
説
で
あ
っ
て
、
正
犯
性
説
で
も
正
犯
・
共
犯
性
説
で
も
な
い
の

で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
説
の
異
同
を
明
確
に
し
て
特
徴
を
鮮
明
に
す
る
た
め
に
、
実
質
的
正
犯
性
具
備
説
と
は
別
に
分
類
す
る
こ
と
に
し

た
。
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こ
う
し
て
、
一
般
に
、
包
括
的
正
犯
説
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
学
説
を
細
分
・
再
分
類
す
る
と
と
も
に
、「
包
括
的
正
犯
説
」
の
名
称

は
使
用
し
な
い
こ
と
に
し
た
。
と
い
う
の
は
、
現
在
な
さ
れ
て
い
る
包
括
的
正
犯
説
の
定
義
は
あ
ま
り
に
も
広
範
か
つ
包
括
的
で
あ
る

た
め
、
学
説
分
類
の
意
義
が
失
わ
れ
て
い
る
し
、
包
括
的
正
犯
説
の
意
義
は
、
本
稿
で
考
察
し
て
い
る
実
質
的
正
犯
性
基
軸
論
と
ほ
と

ん
ど
同
義
で
あ
る
の
で
、「
包
括
的
正
犯
説
」
の
語
を
使
う
必
要
性
が
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
で
も
あ
る
。

（
1
）　

大
谷
實
・
刑
法
講
義
総
論
（
新
版
第
五
版
・
二
〇
一
九
年
）
四
二
八
頁
。
こ
こ
で
は
、
包
括
的
正
犯
説
と
し
て
、
平
野
龍
一
氏
、
西
田
典
之
氏
、
前

田
雅
英
氏
の
見
解
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
2
）　

大
塚
仁
ほ
か
編
・
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
法
第
五
巻
（
第
三
版
・
二
〇
一
九
年
）
三
九
三
頁
〔
村
上
光
鵄
〕
参
照
。
こ
こ
で
は
、
包
括
的
正
犯
説
と

し
て
、
中
野
次
雄
氏
、
平
野
龍
一
氏
、
大
谷
實
氏
、
前
田
雅
英
氏
の
見
解
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
3
）　

曽
根
威
彦
＝
松
原
芳
博
編
・
重
点
課
題
刑
法
総
論
（
二
〇
〇
八
年
）
二
二
七
頁
〔
田
山
聡
美
〕
参
照
。
こ
こ
で
は
、「
重
要
な
役
割
説
（
包
括
正
犯

説
）」
と
表
示
さ
れ
、
重
要
な
役
割
説
と
包
括
的
正
犯
説
と
が
同
じ
見
解
と
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
こ
の
説
と
し
て
、
大
谷
實
氏
、
西
田
典
之
氏
の
見

解
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
中
山
研
一
ほ
か
・
レ
ヴ
ィ
ジ
オ
ン
刑
法
1
共
犯
論
（
一
九
九
七
年
）
七
九
頁
〔
浅
田
和
茂
〕
で
も
、「
重
要
な
役
割
説

（
包
括
的
正
犯
説
）」
と
表
示
さ
れ
、
重
要
な
役
割
説
と
包
括
的
正
犯
説
と
が
同
じ
見
解
と
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
こ
の
説
が
、「
犯
罪
遂
行
に
主
観

的
・
客
観
的
に
重
要
な
影
響
力
を
も
つ
」
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
説
と
し
て
、
平
野
龍
一
氏
、
西
田
典
之
氏
、
大
谷
實

氏
の
見
解
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
文
献
で
は
、「
重
要
な
役
割
説
」
の
意
義
に
関
し
︑
主
に
平
野
龍
一
氏
の
見
解
が
念
頭
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
浅
田
和
茂
・
刑
法
総
論
（
第
二
版
・
二
〇
一
九
年
）
四
三
一
頁
も
参
照
。

　

⑶
　
重
要
な
役
割
説
・
準
実
行
共
同
正
犯
説
の
位
置

　

①　

相
互
利
用
・
補
充
関
係
説
と
の
異
同　
　

そ
こ
で
、
重
要
な
役
割
説
及
び
準
実
行
共
同
正
犯
説
の
理
解
を
容
易
に
す
る
た
め

に
、
し
ば
し
ば
包
括
的
正
犯
説
に
分
類
さ
れ
る
相
互
利
用
・
補
充
関
係
（
（
（
説
と
の
異
同
を
こ
こ
で
確
認
す
る
こ
と
に
す
る
。
そ
し
て
、
重

要
な
役
割
説
及
び
準
実
行
共
同
正
犯
説
の
特
徴
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
後
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
説
の
「
特
徴
」
の
項
で
あ
ら
た
め
て
確
認
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す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
　

㋐　

共
通
点　
　

ま
ず
、
ど
の
よ
う
な
要
素
を
軸
に
し
て
正
犯
を
規
定
す
る
か
、
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
重
要
な
役
割
説
と
準

実
行
共
同
正
犯
説
は
、「
正
犯
＝
実
行
行
為
の
分
担
者
」
と
い
う
命
題
に
拘
泥
す
る
こ
と
な
く
、
正
犯
性
の
基
軸
を
実
行
行
為
か
ら
正

犯
そ
の
も
の
へ
と
移
す
実
行
行
為
遊
離
論
を
前
提
と
し
て
い
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
相
互
利
用･

補
充
関
係
説
も
同
様

で
あ
る
。

　

ま
た
、
重
要
な
役
割
説
と
準
実
行
共
同
正
犯
説
は
、
正
犯
性
を
特
徴
づ
け
る
要
素
そ
の
も
の
を
正
面
か
ら
考
究
す
る
こ
と
で
正
犯
の

概
念
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
正
犯
性
基
軸
論
を
前
提
に
し
、
そ
の
正
犯
性
を
実
質
要
素
で
も
っ
て
規
定
し
、「
正
犯
＝
実
質
的
な
正
犯

性
要
素
を
具
備
す
る
者
」
と
す
る
実
質
的
正
犯
性
基
軸
論
を
採
っ
て
い
る
点
も
共
通
し
て
い
る
。
こ
の
点
も
、
相
互
利
用･

補
充
関
係

説
と
同
様
で
あ
る
。
た
だ
、
重
要
な
役
割
説
に
お
い
て
は
、
正
犯
性
の
重
点
が
、「
正
犯
＝
実
質
的
な
正
犯
性
要
素
を
具
備
す
る
者
」

か
ら
「
正
犯
＝
重
い
処
罰
に
価
す
る
者
」
へ
と
移
行
し
て
お
り
、
こ
の
点
は
、
相
互
利
用･

補
充
関
係
説
と
異
な
る
点
と
し
て
注
目
し

て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
重
要
な
役
割
説
と
準
実
行
共
同
正
犯
説
は
、
正
犯
性
の
概
念
を
規
範
的
・
価
値
的
に
把
握
し
て
お
り
、
こ
の
点
は
、
相
互
利

用･

補
充
関
係
説
を
含
め
て
実
質
的
正
犯
性
具
備
説
に
分
類
さ
れ
る
各
学
説
と
も
共
通
し
て
い
る
。

　
　

㋑　

相
違
点　
　

し
か
し
、
重
要
な
役
割
説
・
準
実
行
共
同
正
犯
説
と
相
互
利
用･

補
充
関
係
説
と
の
相
違
点
も
確
認
し
て
お
く

必
要
が
あ
る
。

　

ま
ず
、
重
要
な
役
割
説
・
準
実
行
共
同
正
犯
説
と
相
互
利
用･

補
充
関
係
説
と
で
は
、
共
謀
共
同
正
犯
に
お
け
る
正
犯
性
と
共
犯
性

の
構
造
に
つ
い
て
の
把
握
が
異
な
る
。
重
要
な
役
割
説
・
準
実
行
共
同
正
犯
説
は
、
そ
の
当
否
は
一
応
措
く
と
し
て
、
共
謀
共
同
正
犯

は
「
正
犯
で
あ
り
共
犯
で
あ
る
」
と
す
る
の
で
は
な
く
、「
共
犯
で
あ
り
か
つ
正
犯
で
も
あ
る
」
と
解
し
て
い
る
。「
か
つ
」「
も
」
を
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使
用
し
た
の
は
、
両
説
と
も
に
、「
共
犯
で
あ
る
こ
と
の
上
に
正
犯
が
乗
っ
て
い
る
」
こ
と
を
正
面
か
ら
理
論
化
し
、
共
謀
共
同
正
犯

の
共
犯
性
と
正
犯
性
と
が
重
層
的
に
競
合
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
が
、
重
要
な
役
割
説
及
び
準
実
行
共

同
正
犯
説
を
「
共
犯･

正
犯
性
説
」
に
分
類
し
た
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
後
に
再
度
確
認
し
た
い
。

　

従
来
か
ら
も
、「（
共
謀
）
共
同
正
犯
は
正
犯
で
あ
り
共
犯
で
あ
る
」
と
い
う
説
明
は
な
さ
れ
て
き
た
し
、
現
在
も
そ
の
よ
う
な
説
明

が
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
説
明
は
、
通
常
、
正
犯
・
共
犯
（
最
広
義
・
広
義
・
狭
義
）
の
意
義
を
説
明
す
る

と
（
（
（
き
に
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
し
か
も
、
そ
う
し
た
説
明
の
後
に
、（
共
謀
）
共
同
正
犯
に
つ
い
て
そ
の
正
犯
性
を
強
調
す
る

立
（
（
（
場
、
あ
る
い
は
そ
の
共
犯
性
を
重
視
す
る
立
（
（
（
場
の
い
ず
れ
か
を
採
る
こ
と
を
表
明
す
る
こ
と
が
多
い
。

　

こ
の
点
、
相
互
利
用･

補
充
関
係
説
は
、「
共
同
者
は
、
自
ら
構
成
要
件
を
実
現
す
る
意
思
は
有
し
て
い
る
が
、
他
人
の
実
行
行
為

と
共
同
し
︑
そ
れ
を
通
じ
て
犯
罪
を
実
現
す
る
点
で
、
正
犯
の
面
と
共
犯
の
面
を
併
せ
も
っ
て
い
る
」
と
し
、（
共
謀
）
共
同
正
犯
は

正
犯
で
あ
り
共
犯
で
も
あ
り
「
正
犯
と
共
犯
の
中
間
に
属
す
（
（
（
る
」
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
強
調
さ
れ
て
い
る
（
共

謀
）
共
同
正
犯
の
正
犯
性
・
共
犯
性
は
、
正
犯
性
と
共
犯
性
と
が
競
合
す
る
「
正
犯
で
あ
り
共
犯
で
あ
る
」
と
い
う
構
造
で
あ
っ
て
、

「
共
犯
で
あ
り
正
犯
で
あ
る
」
と
い
う
順
序
で
の
構
造
で
は
な
い
し
、
ま
し
て
や
共
犯
・
正
犯
性
説
が
い
う
︑
共
犯
性
と
正
犯
性
と
が

重
層
的
に
競
合
す
る
「
共
犯
で
あ
り
か
つ
正
犯
で
も
あ
る
」
と
い
う
構
造
で
も
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
相
互
利
用･

補
充
関
係
説
は
、

や
は
り
正
犯
性
を
重
視
す
る
正
犯
性
説
で
あ
っ
て
、「
正
犯
と
共
犯
の
中
間
」
と
い
う
論
者
の
論
述
を
考
慮
し
た
と
し
て
も
、
正
犯

（
・
共
犯
）
性
説
で
あ
り
、
百
歩
譲
っ
て
も
正
犯
・
共
犯
性
説
に
位
置
づ
け
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
、
相
互
利
用･

補
充
関
係
説
が
正
犯
性
説
、
正
犯
（
・
共
犯
）
性
説
又
は
正
犯
・
共
犯
性
説
の
い
ず
れ
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
説

の
論
者
の
論
述
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
共
謀
共
同
正
犯
の
正
犯
性
・
共
犯
性
は
併
存
的
に
競
合
す
る
構
造
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
、
く
り
返
し
強
調
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
一
方
の
端
に
正
犯
性
が
あ
り
、
他
方
の
端
に
共
犯
性
が
あ
る
と
し
て
、
相
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互
利
用･

補
充
関
係
説
に
あ
っ
て
は
、（
共
謀
）
共
同
正
犯
は
そ
の
中
間
に
位
置
す
る
も
の
、
つ
ま
り
、
正
犯
性
と
共
犯
性
が
併
存
的

に
競
合
す
る
関
係
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
正
犯
性
と
共
犯
性
と
を
併
存
す
る
構
造
と
し
て
把
握
し
た
と
き
、
共
謀
共
同
正
犯
の
共
犯
性
は
説
明
で
き
る
と
し
て
も
、

そ
の
正
犯
性
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
あ
る
。
共
犯
性
を
い
く
ら
積
み
上
げ
て
、
加
算
し
た
と

し
て
も
、「
共
犯
性
＋
共
犯
性
＝
正
犯
性
」
へ
と
変
質
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
共
謀
共
同
正
犯
の
正
犯
性
を
根
拠
づ

け
る
に
は
、
共
犯
性
が
正
犯
性
へ
と
質
的
転
換
を
遂
げ
る
た
め
の
溶
解
的
結
合
の
紐
帯
、
あ
る
い
は
、
共
犯
性
と
は
別
に
正
犯
性
を
看

取
で
き
る
要
素
を
そ
の
中
に
構
造
化
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
相
互
利
用･

補
充
関
係
説
が
ど
の
よ
う
な
考
え
方

を
採
っ
て
共
謀
共
同
正
犯
の
正
犯
性
を
根
拠
づ
け
て
い
る
の
か
は
必
ず
し
も
は
っ
き
り
し
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
点
に
関
す

る
相
互
利
用･

補
充
関
係
説
の
考
え
方
は
、（
共
謀
）
共
同
正
犯
の
共
犯
性
と
正
犯
性
と
を
重
層
的
競
合
の
構
造
と
し
て
把
握
し
て
い

る
重
要
な
役
割
説
・
準
実
行
共
同
正
犯
説
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
、
重
要
な
役
割
説
・
準
実
行
共
同
正
犯
説
と
相
互
利
用･

補
充
関
係
説
と
で
は
、
正
犯
性
の
実
質
内
容
が
異
な
る
。
重
要
な
役

割
説
・
準
実
行
共
同
正
犯
説
は
、
共
謀
共
同
正
犯
の
正
犯
性
は
、
単
独
正
犯
（
直
接
正
犯
・
間
接
正
犯
）
の
正
犯
性
と
同
義
・
同
等
で

な
く
、
共
同
正
犯
特
有
の
正
犯
性
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
（
（
（
る
。

　

こ
の
点
、
相
互
利
用･

補
充
関
係
説
に
あ
っ
て
は
、
共
謀
共
同
正
犯
の
正
犯
性
は
単
独
正
犯
（
直
接
正
犯
・
間
接
正
犯
）
と
し
て
の

正
犯
性
と
同
義
・
同
等
で
は
な
い
と
い
う
趣
旨
の
明
確
な
論
述
は
み
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
論
者
は
、「
正
犯
と
は
、
構
成
要
件
を
自

ら
実
現
す
る
意
思
を
も
っ
て
、
構
成
要
件
実
現
の
現
実
的
危
険
を
有
す
る
行
為
を
行
っ
た
者
」、「
共
犯
と
は
、
構
成
要
件
に
該
当
す
る

行
為
を
み
ず
か
ら
行
わ
ず
、
正
犯
を
教
唆
し
あ
る
い
は
幇
助
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
正
犯
の
実
現
に
関
与
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
正

犯
の
実
行
行
為
を
介
し
て
犯
罪
実
現
に
関
与
す
る
こ
と
」
を
い
う
と
定
義
し
て
い
る
こ
と
、「
正
犯
と
共
犯
の
中
間
に
属
す
る
の
が
共
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同
正
犯
で
あ
る
」、「
共
同
者
は
、
自
ら
構
成
要
件
を
実
現
す
る
意
思
は
有
し
て
い
る
が
、
他
人
の
実
行
行
為
と
共
同
し
、
そ
れ
を
通
じ

て
犯
罪
を
実
現
す
る
点
で
、
正
犯
の
面
と
共
犯
の
面
を
併
せ
も
っ
て
い
（
（
（

る
」
と
論
述
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
論
者
は
、「
共
犯
の

処
罰
根
拠
は
実
行
行
為
を
通
じ
て
法
益
侵
害
・
危
険
を
惹
起
し
た
こ
と
に
求
め
る
べ
（
（
（
き
」
と
し
て
、
因
果
論
的
思
考
を
重
視
し
て
い
る

こ
と
、「
六
〇
条
は
、
共
同
正
犯
者
は
『
す
べ
て
正
犯
と
す
る
』
と
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
共
同
し
て
実
行
し
た
犯
罪
に
つ
い

て
、
共
同
者
全
員
が
正
犯
者
と
し
て
の
刑
事
責
任
を
問
わ
れ
る
と
い
う
意
味
、
つ
ま
り
、
単
独
正
犯
と
同
様
の
扱
い
を
受
け
る
と
い
う

こ
と
で
あ
（
（
（
る
。」
と
し
て
、
正
犯
（
直
接
正
犯
・
間
接
正
犯
）
の
構
造
を
（
共
謀
）
共
同
正
犯
の
正
犯
性
の
論
拠
と
し
て
援
用
し
て
い

る
こ
と
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
相
互
利
用･

補
充
関
係
説
に
お
い
て
は
、（
共
謀
）
共
同
正
犯
の
正
犯
性
は
単
独
正
犯
（
直
接
正
犯
・

間
接
正
犯
）
の
正
犯
性
と
同
義
・
同
等
の
も
の
か
、
少
な
く
と
も
そ
れ
に
限
り
な
く
近
い
も
の
が
意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
。

　

そ
う
だ
と
す
る
と
、
こ
の
点
も
、
相
互
利
用･

補
充
関
係
説
は
、
共
謀
共
同
正
犯
の
正
犯
性
は
共
同
正
犯
に
特
有
の
正
犯
性
で
あ
る

こ
と
を
明
確
に
指
摘
し
て
い
る
重
要
な
役
割
説
・
準
実
行
共
同
正
犯
説
と
は
異
な
る
も
の
と
い
え
る
。

　

②　

実
質
的
正
犯
性
具
備
説
と
の
関
係　
　

本
稿
で
は
、
㋐
共
謀
共
同
正
犯
を
正
犯
と
す
る
正
犯
性
説
を
採
っ
て
い
る
こ
と
、
㋑
正

犯
性
の
概
念
を
実
行
行
為
概
念
か
ら
解
放
す
る
実
行
行
為
遊
離
論
を
前
提
に
し
、
正
犯
性
の
概
念
そ
れ
自
体
を
正
面
か
ら
考
究
す
る
正

犯
性
基
軸
論
を
採
っ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
㋒
正
犯
性
の
概
念
を
実
質
要
素
で
も
っ
て
規
定
す
る
実
質
的
正
犯
性
基
軸
論
を
採
っ
て

い
る
こ
と
を
特
徴
と
す
る
見
解
を
「
実
質
的
正
犯
性
具
備
説
」
と
称
し
、
こ
れ
に
分
類
さ
れ
る
学
説
と
し
て
、「
相
互
利
用
・
補
充
関

係
説
」、「『
自
己
の
犯
罪
』
説
」、「
教
唆
正
犯
説
」、「『
正
犯
の
背
後
の
正
犯
』
説
」
を
考
察
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
、
重
要
な
役
割
説
・
準
実
行
共
同
正
犯
説
は
、
㋑
正
犯
性
の
概
念
を
実
行
行
為
の
概
念
か
ら
解
き
放
つ
実
行
行
為
遊
離

論
を
前
提
に
し
、
正
犯
性
の
概
念
そ
れ
自
体
を
正
面
か
ら
考
究
す
る
正
犯
性
基
軸
論
を
採
っ
て
い
る
こ
と
、
㋒
正
犯
性
の
概
念
を
実
質
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要
素
で
も
っ
て
規
定
す
る
実
質
的
正
犯
性
基
軸
論
を
採
っ
て
い
る
こ
と
を
特
徴
と
す
る
点
で
は
、
実
質
的
正
犯
性
具
備
説
と
同
じ
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
重
要
な
役
割
説
・
準
実
行
共
同
正
犯
説
は
、
実
質
的
正
犯
性
具
備
説
と
き
わ
め
て
近
い
位
置
に
あ
る
の
だ
か
ら
、

狭
義
の
実
質
的
正
犯
性
具
備
説
と
は
異
な
る
と
し
て
も
、
広
義
の
実
質
的
正
犯
性
具
備
説
に
分
類
・
包
摂
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
重
要
な
役
割
説
・
準
実
行
共
同
正
犯
説
は
、
㋐
の
点
に
つ
い
て
、「
共
謀
共
同
正
犯
は
共
犯
で
あ
り
か
つ
正

犯
で
も
あ
る
」
と
い
う
共
犯･

正
犯
性
説
を
採
っ
て
い
る
こ
と
、
㋑
㋒
の
点
に
つ
い
て
も
、
正
犯
性
の
概
念
は
、
共
犯
性
の
概
念
の
上

に
乗
っ
て
い
る
重
層
構
造
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
と
い
う
特
徴
に
は
注
目
す
べ
き
で
あ
り
、
狭
義
の
実
質
的
正
犯
性
具
備
説

と
は
異
な
る
無
視
で
き
な
い
特
徴
で
あ
る
と
考
え
、
本
稿
で
は
、
実
質
的
正
犯
性
具
備
説
と
は
別
に
分
類
し
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た

次
第
で
あ
る
。

（
1
）　

関
哲
夫
「
共
謀
共
同
正
犯
に
お
け
る
『
実
質
的
正
犯
性
具
備
説
』
の
検
討
─
─
共
謀
共
同
正
犯
の
『
正
犯
性
』・『
共
犯
性
』
の
一
考
察
㈦
─
─
」
國

學
院
大
學
・
國
學
院
法
學
五
六
巻
二
号
（
二
〇
一
八
年
）
一
頁
以
下
参
照
。
こ
こ
で
、
相
互
利
用
・
補
充
関
係
説
の
特
徴
を
簡
単
に
指
摘
し
て
お
く
と
、

ま
ず
、
㋐
共
謀
共
同
正
犯
を
正
犯
と
す
る
正
犯
性
説
を
採
っ
て
い
る
こ
と
、
㋑
正
犯
性
の
概
念
に
つ
き
実
行
行
為
遊
離
論
を
前
提
に
し
て
い
る
こ
と
、
ま

た
、
㋒
正
犯
性
の
概
念
を
実
質
要
素
で
も
っ
て
規
定
す
る
実
質
的
正
犯
性
基
軸
論
を
採
っ
て
い
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
㋓
共
謀
に
基

づ
き
、
関
与
者
が
相
互
に
他
人
の
行
為
を
利
用
し
補
充
し
合
う
と
い
う
心
理
的
因
果
性
を
共
謀
共
同
正
犯
の
理
論
軸
に
し
て
い
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、

㋔
「
犯
罪
を
共
同
し
て
遂
行
す
る
と
い
う
合
意
（
共
謀
）
に
基
づ
き
︑
相
互
に
他
人
の
行
為
を
利
用
・
補
充
し
合
い
、
そ
の
結
果
と
し
て
犯
罪
を
実
現
す

る
」
点
に
共
同
正
犯
の
正
犯
性
を
求
め
る
こ
と
に
あ
る
と
い
え
る
。
要
す
る
に
、
相
互
利
用
・
補
充
関
係
説
に
お
け
る
核
心
は
、「
共
同
実
行
の
意
思
の

も
と
に
、
相
互
に
他
人
の
行
為
を
利
用
・
補
充
し
合
っ
て
犯
罪
を
実
現
す
る
こ
と
」、
つ
ま
り
、「
相
互
利
用
・
補
充
関
係
」
に
あ
る
。
本
稿
が
、
相
互
利

用
・
補
充
関
係
説
を
、
正
犯
性
説
で
あ
る
実
質
的
正
犯
性
具
備
説
の
見
解
の
一
つ
と
し
た
の
は
、
そ
う
し
た
特
徴
を
考
慮
し
た
か
ら
で
あ
る
。

（
2
）　

例
え
ば
、
団
藤
重
光
・
刑
法
綱
要
総
論
（
第
三
版
・
一
九
九
〇
年
）
三
七
〇
～
三
七
四
頁
、
大
塚
仁
・
刑
法
概
説
（
総
論
）（
第
四
版
・
二
〇
〇
八

年
）
二
七
五
頁
参
照
。

（
3
）　

例
え
ば
、
福
田
平
・
全
訂
刑
法
総
論
（
第
五
版
・
二
〇
一
一
年
）
二
四
八
頁
、
山
中
敬
一
・
刑
法
総
論
（
第
三
版
・
二
〇
一
五
年
）
八
三
三
頁
参
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照
。

（
4
）　

例
え
ば
、
大
塚
仁
・
注
2
文
献
・
二
七
五
頁
、
橋
本
正
博
・
刑
法
総
論
（
二
〇
一
五
年
）
二
五
三
頁
参
照
。

（
5
）　

大
谷
實
・
刑
法
講
義
総
論
（
新
版
第
五
版
・
二
〇
一
九
年
）
三
九
八
頁
参
照
。

（
6
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
西
田
典
之
／
橋
爪
隆
補
訂
・
刑
法
総
論
（
第
三
版
・
二
〇
一
九
年
）
三
七
五
～
三
七
六
頁
、
橋
爪
隆
・
刑
法
総
論
の
悩
み
ど

こ
ろ
（
二
〇
二
〇
年
）
三
三
〇
頁
参
照
。

（
7
）　

大
谷
實
・
注
5
文
献
・
三
九
七
～
三
九
八
頁
参
照
。

（
8
）　

大
谷
實
・
注
5
文
献
・
四
〇
〇
頁
参
照
。

（
9
）　

大
谷
實
・
注
5
文
献
・
四
〇
九
～
四
一
〇
頁
参
照
。

　

⑷
　
重
要
な
役
割
説
・
準
実
行
共
同
正
犯
説
の
論
者

　

さ
て
、
重
要
な
役
割
説
は
、
周
知
の
よ
う
に
︑
主
に
平
野
龍
一
氏
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
見
解
で
あ
り
、
準
実
行
共
同
正
犯
説
は
、

主
に
西
田
典
之
氏
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
見
解
で
あ
る
。

　

平
野
龍
一
氏
及
び
西
田
典
之
氏
の
見
解
は
、
包
括
的
正
犯
説
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う

に
、
包
括
的
正
犯
説
の
定
義
が
包
括
的
に
す
ぎ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
平
野
氏
及
び
西
田
氏
の
見
解
を
包
括
的
正
犯
説
に
分
類
す
る
の

は
、
そ
の
特
徴
を
鮮
明
に
す
る
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
精
確
さ
・
厳
密
さ
に
欠
け
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

私
見
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
平
野
龍
一
氏
の
重
要
な
役
割
説
は
、
む
し
ろ
、
共
犯･

正
犯
性
説
に
分
類
さ
れ
る
の
が
適
当
で
あ
る
し
、

同
じ
く
共
犯･

正
犯
性
説
に
分
類
さ
れ
る
準
実
行
共
同
正
犯
説
の
萌
芽
と
な
っ
た
見
解
、
あ
る
い
は
そ
の
基
盤
を
提
供
し
、
そ
の
方
向

性
を
示
し
た
見
解
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
、
平
野
氏
の
見
解
は
、
準
実
行
共
同
正
犯
説
の
前
史
に
位
置
づ
け

る
の
が
、
両
説
の
歴
史
的
な
経
緯
を
精
確
に
反
映
す
る
も
の
と
考
え
る
。
そ
の
た
め
、
平
野
龍
一
氏
の
見
解
は
こ
の
項
で
考
察
す
る
こ

と
に
し
た
。
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か
く
し
て
、
本
稿
で
は
、
準
実
行
共
同
正
犯
説
の
前
史
と
し
て
の
重
要
な
役
割
説
を
主
張
す
る
論
者
と
し
て
平
野
龍
一
氏
の
見
（
（
（
解
を

取
り
上
げ
、
準
実
行
共
同
正
犯
説
を
主
張
す
る
論
者
と
し
て
主
に
西
田
典
之
氏
の
見
解
、
さ
ら
に
、
佐
伯
仁
志
氏
、
橋
爪
隆
氏
の
見
解

も
取
り
上
げ
た
（
（
（
い
。

　

以
下
、
こ
れ
ら
両
説
の
論
者
の
内
容
を
一
人
称
の
形
で
紹
介
し
、
そ
の
特
徴
を
指
摘
し
た
後
、
こ
れ
ら
の
説
に
つ
い
て
若
干
の
考
察

を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
1
）　

平
野
龍
一
氏
の
共
謀
共
同
正
犯
論
に
つ
い
て
は
、
平
野
龍
一
「
第
四
章
正
犯
及
び
共
犯
」
改
正
刑
法
準
備
草
案
附
同
理
由
書
（
一
九
六
一
年
）
一

一
一
～
一
一
五
頁
、
平
野
龍
一
・
刑
法
の
基
礎
（
一
九
六
六
年
）
二
二
五
～
二
五
二
頁
、
特
に
二
四
八
～
二
四
九
頁
〔
初
出
は
、
原
題
「
刑
法
に
お
け
る

理
論
の
役
割
」
講
座
現
代
法
第
一
五
巻
（
一
九
六
六
年
）〕、
平
野
龍
一
「
刑
法
の
基
礎
／
第
七
章
共
犯
／
第
一
節
共
犯
の
従
属
性
㈠
～
㈢
」
法
学
セ
ミ

ナ
ー
一
四
一
号
（
一
九
六
七
年
）
三
二
頁
以
下
、
一
四
二
号
（
一
九
六
八
年
）
二
九
頁
以
下
、
一
四
三
号
（
一
九
六
八
年
）
二
五
頁
以
下
〔
法
学
セ
ミ
ナ

ー
で
の
二
四
回
の
連
載
は
、
加
筆
の
う
え
、
平
野
龍
一
・
刑
法
総
論
Ⅰ
・
一
九
七
二
年
、
平
野
龍
一･

刑
法
総
論
Ⅱ
・
一
九
七
五
年
に
収
録
、「
共
犯
」

の
部
分
は
後
者
の
三
四
〇
頁
以
下
に
収
録
〕、
平
野
龍
一
・
刑
法
総
論
Ⅱ
（
一
九
七
五
年
）
三
四
〇
頁
以
下
、
特
に
三
九
七
～
四
〇
六
頁
、
平
野
龍
一
・

刑
法
概
説
（
一
九
七
七
年
）
一
一
七
～
一
二
四
頁
、
平
野
龍
一
「
正
犯
と
実
行
」
同
・
犯
罪
論
の
諸
問
題

（
一
九
八
一
年
）
一
二
七
～
一
三
七
頁
〔
初

出
は
、
平
野
龍
一
「
正
犯
と
実
行
」
佐
伯
千
仭
博
士
還
暦
祝
賀
・
犯
罪
と
刑
罰
上
巻
（
一
九
六
八
年
）〕
参
照
。

（
2
）　

西
田
典
之
氏
の
共
謀
共
同
正
犯
論
に
つ
い
て
は
、
西
田
典
之
・
共
犯
理
論
の
展
開
（
二
〇
一
〇
年
）
四
〇
～
六
八
頁
〔
初
出
は
、
西
田
典
之
「
共
謀

共
同
正
犯
に
つ
い
て
」
平
野
龍
一
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
上
巻
（
一
九
九
〇
年
）〕、
西
田
典
之
／
橋
爪
隆
補
訂
・
刑
法
総
論
（
第
三
版
・
二
〇
一
九
年
）

三
七
一
～
三
八
二
頁
、
佐
伯
仁
志
氏
の
共
謀
共
同
正
犯
論
に
つ
い
て
は
、
佐
伯
仁
志
・
刑
法
総
論
の
考
え
方･

楽
し
み
方
（
二
〇
一
三
年
）
三
九
三
～
四

一
二
頁
、
橋
爪
隆
氏
の
共
謀
共
同
正
犯
論
に
つ
い
て
は
、
橋
爪
隆
「
判
例
講
座
・
共
謀
共
同
正
犯
の
成
否
に
つ
い
て
」
警
察
学
論
集
七
〇
巻
六
号
（
二
〇

一
七
年
）
一
七
一
頁
以
下
、
橋
爪
隆
・
刑
法
総
論
の
悩
み
ど
こ
ろ
（
二
〇
二
〇
年
）
三
〇
〇
～
三
五
二
頁
参
照
。
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2　

重
要
な
役
割
説
─
─
平
野
龍
一
氏
の
見
解
─
─

　

⑴
　
は
し
が
き

　

平
野
龍
一
氏
の
共
謀
共
同
正
犯
論
（
以
下
、「
平
野
説
」、
場
合
に
よ
っ
て
は
「
重
要
な
役
割
説
」
と
い
う
。）
は
、
学
説
で
は
、「
重

要
な
役
割
説
」・「
包
括
的
正
犯
説
」
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
が
多
（
（
（

い
。
し
か
し
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
平
野
説
は
、
準
実
行
共
同

正
犯
説
へ
の
道
筋
を
つ
け
、
そ
の
理
論
的
な
前
提
基
盤
を
提
供
し
た
見
解
で
あ
り
、
準
実
行
共
同
正
犯
説
の
前
史
と
い
う
べ
き
見
解
と

し
て
位
置
づ
け
る
の
が
適
当
で
あ
る
。
そ
の
方
が
、
平
野
説
か
ら
準
実
行
共
同
正
犯
説
へ
と
結
び
つ
い
て
い
く
学
説
史
的
な
経
緯
を
精

確
に
反
映
す
る
こ
と
に
も
な
る
と
考
え
る
。

　

以
下
、
ま
ず
は
、
平
野
龍
一
氏
の
論
述
を
一
人
称
の
形
で
紹
介
し
、
そ
の
特
徴
を
指
摘
し
た
後
、
氏
の
見
解
に
つ
い
て
若
干
の
考
察

を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
以
下
に
紹
介
す
る
平
野
氏
の
論
述
は
、
主
に
一
九
六
〇
年
代
初

め
か
ら
一
九
七
〇
年
代
に
か
け
て
の
も
の
で
あ
り
、
当
時
、
判
例
が
一
貫
し
て
共
謀
共
同
正
犯
の
理
論
を
肯
定
し
て
い
る
状
況
の
中
、

学
説
は
、
共
謀
共
同
正
犯
の
理
論
を
否
定
す
る
考
え
方
が
圧
倒
的
に
支
配
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
判
例
状
況
・
学
説
状
況
を

前
提
と
し
た
論
述
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
1
）　

平
野
氏
の
見
解
を
「
包
括
的
正
犯
説
」
に
分
類
す
る
の
は
大
谷
實
・
刑
法
講
義
総
論
（
新
版
第
五
版
・
二
〇
一
九
年
）
四
二
八
頁
、「
重
要
な
役
割

説
（
包
括
的
正
犯
説
）」
に
分
類
す
る
の
は
曽
根
威
彦
＝
松
原
芳
博
編
・
重
点
課
題
刑
法
総
論
（
二
〇
〇
八
年
）
二
二
七
頁
〔
田
山
聡
美
〕、
浅
田
和
茂
・

刑
法
総
論
（
第
二
版
・
二
〇
一
九
年
）
四
三
一
頁
、「
重
要
な
役
割
説
」
に
分
類
す
る
の
は
松
原
芳
博
「
共
謀
共
同
正
犯
論
の
現
在
」
法
曹
時
報
六
三
巻

七
号
（
二
〇
一
一
年
）
一
〇
頁
な
ど
で
あ
る
。
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⑵
　
内
　
容

　

①　

共
謀
共
同
正
犯
の
理
論
に
関
す
る
判
例
と
学
説　
　

一
九
六
〇
年
代
半
ば
、
共
謀
共
同
正
犯
の
理
論
に
つ
い
て
は
、
判
例
と
学

説
と
が
大
き
く
乖
離
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、「
何
が
『
正
し
い
』
解
釈
で
あ
る
か
、
絶
対
的
に
決
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ

る
以
上
、
最
高
裁
判
所
が
正
し
い
と
判
断
し
て
下
し
た
判
決
が
『
生
き
た
法
』
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
と
を
現
実
的
に
見
る
か
ぎ
り
否
定

で
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
問
題
は
『
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
れ
を
変
え
て
ゆ
く
か
』
と
い
う
形
で
提
起
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
た
だ
反
対
だ
と
い
う
だ
け
で
、
ど
の
程
度
ま
で
解
釈
に
よ
っ
て
限
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
か

と
い
う
見
込
み
も
示
さ
ず
、
立
法
に
よ
る
修
正
に
も
反
対
す
る
人
が
多
い
の
は
、
わ
が
国
の
法
律
学
の
弊
の
あ
ら
わ
れ
に
ほ
か
な
ら
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
（
（
（
る
。」
つ
ま
り
、「
い
か
に
学
説
が
峻
烈
に
こ
れ
を
批
判
し
て
も
︑
判
例
が
変
わ
り
、
共
謀
共
同
正
犯
を
消
滅
す
る
こ

と
は
ほ
と
ん
ど
期
待
で
き
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
立
法
に
よ
っ
て
合
理
的
な
限
界
を
劃
す
る
よ
う
に
努
力
す
る
の
が
︑
妥
当
な
や

り
方
だ
と
思
わ
れ
（
（
（
た
。」

　

②　

共
謀
共
同
正
犯
に
関
す
る
立
法
の
意
義　
　

他
方
、「
共
謀
共
同
正
犯
の
概
念
が
明
確
に
定
義
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
下
級

裁
判
所
の
中
に
は
、
た
だ
犯
行
の
計
画
を
洩
ら
さ
れ
て
知
っ
て
い
た
程
度
の
者
ま
で
︑
共
謀
共
同
正
犯
と
し
て
処
罰
す
る
も
の
が
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
極
端
な
拡
大
を
防
ぐ
た
め
に
も
、
立
法
は
有
益
で
あ
る
。」
ま
た
、「
共
謀
共
同
正
犯
の
概
念
が
明
確
に
さ
れ
て
い
な

い
理
由
の
一
つ
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
学
説
が
全
面
的
に
こ
れ
を
否
定
し
︑
そ
の
内
容
を
検
討
し
て
適
当
な
限
界
を
ひ
く
と
い
う
作

業
に
協
力
し
て
い
な
い
点
に
あ
る
。
共
謀
共
同
正
犯
の
規
定
を
設
け
れ
ば
、
そ
の
解
釈
に
つ
い
て
学
説
が
発
展
し
︑
判
例
が
採
用
で
き

る
よ
う
な
適
当
な
限
界
が
ひ
か
れ
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
（
（
（
う
。」

　

③　

共
謀
共
同
正
犯
の
正
犯
性　
　

最
高
裁
判
所
が
共
謀
共
同
正
犯
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
理
由
の
第
一
は
、「
背
後
に
い
て
計

画
を
た
て
実
行
を
指
示
し
た
者
は
、
犯
罪
の
遂
行
に
と
っ
て
、
自
ら
実
行
に
あ
た
っ
た
者
に
比
べ
て
実
質
的
に
必
ず
し
も
軽
い
役
割
と
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は
い
え
ず
、
む
し
ろ
重
要
な
役
割
で
あ
る
場
合
も
あ
る
が
、
こ
れ
を
教
唆
・
幇
助
と
す
る
と
、
実
行
正
犯
者
と
同
じ
、
あ
る
い
は
こ
れ

よ
り
重
い
刑
を
科
す
る
の
が
困
難
だ
、
と
い
う
点
で
あ
る
。」
す
な
わ
ち
、「『
正
犯
』
と
い
う
『
名
』
は
、
単
な
る
形
式
的
な
行
為
の

枠
を
示
す
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
犯
罪
の
『
主
犯
』
で
あ
る
と
い
う
実
質
的
な
評
価
も
含
ん
で
い
る
。
こ
の
評
価
機
能
を
無
視
す
る
こ

と
は
で
き
な
（
（
（

い
」
の
で
あ
る
。

　

そ
う
す
る
と
、「『
正
犯
』
と
い
う
こ
と
ば
は
、『
重
く
処
罰
す
べ
き
だ
』
と
い
う
感
情
を
表
現
し
た
こ
と
ば
で
も
」
あ
り
、「
現
行
法

が
、
正
犯
と
い
う
概
念
を
重
く
処
罰
す
べ
き
も
の
︑
少
な
く
と
も
幇
助
犯
よ
り
重
く
処
罰
す
べ
き
も
の
と
し
て
規
定
し
て
い
る
こ
と
は

否
定
で
き
な
い
」
の
で
あ
っ
て
、「
こ
の
よ
う
な
観
念
と
し
て
の
正
犯
が
、
実
行
行
為
の
概
念
と
一
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ど
う

か
は
疑
問
で
あ
る
。
た
し
か
に
短
刀
で
人
を
殺
す
と
い
う
よ
う
な
事
例
」
で
は
、「
実
行
行
為
か
否
か
と
刑
の
軽
重
と
は
ほ
ぼ
一
致
す

る
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
集
団
的
な
あ
る
い
は
複
雑
な
行
動
形
態
が
多
く
な
る
と
、
そ
の
な
か
に
は
背
後
者
の
方
が
実
行
者
よ
り

も
重
く
処
罰
す
べ
き
場
合
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
同
じ
よ
う
に
処
罰
す
べ
き
場
合
が
か
な
り
出
て
く
る
」
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味

で
、「
判
例
の
認
め
る
共
謀
共
同
正
犯
の
理
論
は
、
ま
さ
に
こ
の
重
い
処
罰
に
価
す
る
者
に
正
犯
と
い
う
名
前
を
与
え
よ
う
と
す
る
も

の
」
で
あ
っ
て
、「『
重
い
処
罰
に
価
す
る
者
が
正
犯
』、『
軽
い
処
罰
に
価
す
る
者
が
幇
助
犯
』
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
と
も
い
え
る
で

あ
ろ
（
（
（
う
。」

　

④　

正
犯
行
為
と
実
行
行
為
の
分
裂　
　
「
共
謀
共
同
正
犯
は
︑
共
謀
者
の
あ
る
者
が
『
共
同
の
意
思
』
に
基
づ
い
て
実
行
し
た
場

合
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
っ
て
、「
実
行
行
為
を
し
な
か
っ
た
者
も
︑
共
同
の
意
思
に
参
与
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
た

だ
、
犯
行
の
意
向
を
洩
ら
さ
れ
て
知
っ
て
い
た
と
い
う
だ
け
で
は
、
共
謀
共
同
正
犯
で
は
な
い
、
と
い
う
点
に
こ
の
規
定
（
改
正
刑
法

準
備
草
案
第
二
六
条
─
─
括
弧
内
引
用
者
）
の
意
味
が
あ
（
（
（
る
。」
言
い
換
え
れ
ば
、
共
謀
共
同
正
犯
は
、「
共
謀
者
の
う
ち
の
少
な
く
と

も
一
人
が
実
行
行
為
を
し
た
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
を
共
同
正
犯
の
（
実
行
）
従
属
性
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
他
の
共
謀
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者
も
︑
正
犯
者
と
な
る
た
め
の
行
為
（
こ
れ
を
正
犯
行
為
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
）
は
必
要
で
あ
る
。
共
謀
共
同
正
犯
で
は
︑
正
犯
行

為
と
実
行
行
為
と
は
分
離
す
る
の
で
あ
（
（
（

る
。」
こ
の
正
犯
行
為
と
実
行
行
為
の
分
離
を
認
め
な
い
と
き
は
、「
正
犯
者
の
行
為
が
な
さ
れ

た
と
き
は
た
だ
ち
に
こ
れ
を
未
遂
と
し
て
処
罰
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
正
犯
概
念
を
そ
こ
ま
で
拡

げ
る
こ
と
は
極
め
て
疑
問
だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
判
例
の
共
謀
共
同
正
犯
理
論
を
制
限
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し

ろ
拡
張
す
る
も
の
で
さ
え
あ
（
（
（

る
。」

　

こ
う
し
て
、
共
謀
共
同
正
犯
が
そ
の
成
立
要
件
を
充
足
し
た
場
合
に
は
、「
共
謀
者
も
正
犯
と
さ
れ
る
」
の
で
あ
り
、
共
謀
共
同
正

犯
は
「
共
同
正
犯
の
一
種
で
あ
り
、
た
だ
狭
義
の
共
同
正
犯
（
実
行
共
同
正
犯
─
─
括
弧
内
引
用
者
）
と
は
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
そ
の
結
果
、
正
犯
概
念
と
実
行
概
念
と
の
間
に
︑
分
裂
が
生
じ
た
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
犯
罪
を
実
行
し
た
者
が

正
犯
で
、
正
犯
と
は
︑
犯
罪
を
実
行
し
た
者
で
あ
る
の
が
、
他
の
規
定
で
の
概
念
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
は
、
実
行
し
な
い
正
犯
と

い
う
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
（
（
（
る
。」

　

⑤　

実
行
行
為
の
共
同
性　
　
「
刑
法
は
、『
共
同
し
て
犯
罪
を
実
行
し
た
』
者
を
共
同
正
犯
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
自
ら
直

接
実
行
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
共
同
正
犯
と
い
い
う
る
た
め
に
は
、
そ
の
実
行
行
為
が
、『
共
同
の
も
の
』
で
あ
る
こ
と
、
い
い
か

え
る
と
、
直
接
実
行
し
な
い
者
に
と
っ
て
も
『
自
己
の
も
の
』
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。『
共
同
意
思
主

体
』
と
い
う
も
の
の
存
在
を
認
め
、
実
行
行
為
も
そ
の
主
体
の
活
動
だ
と
す
れ
ば
、
た
し
か
に
こ
の
点
の
説
明
は
容
易
に
な
る
。
し
か

し
、
共
同
意
思
主
体
と
い
う
超
個
人
的
な
主
体
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
の
は
、
一
種
の
比
喩
で
あ
っ
て
、
現
実
で
は
な
い
」
の
で
あ
っ

て
、「
も
し
こ
の
説
が
真
に
こ
の
よ
う
な
超
個
人
的
主
体
の
存
在
を
認
め
、
そ
の
活
動
に
つ
い
て
個
人
を
処
罰
す
る
の
だ
と
い
う
の
で

あ
れ
ば
、
個
人
責
任
の
原
則
に
反
す
る
と
い
う
批
判
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
（
（1
（
い
。」

　

例
え
ば
、
Ａ
と
Ｂ
と
が
Ｘ
を
射
殺
し
よ
う
と
い
う
共
同
の
意
思
で
、
と
も
に
Ｘ
に
向
か
っ
て
ピ
ス
ト
ル
を
発
射
し
た
と
こ
ろ
、
Ａ
の
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弾
丸
が
当
た
っ
て
Ｘ
は
死
ん
だ
が
、
Ｂ
の
弾
丸
は
当
た
ら
な
か
っ
た
場
合
、「
共
同
正
犯
の
各
自
は
、
自
己
の
行
為
の
結
果
だ
け
で
な

く
、
他
の
共
同
正
犯
者
の
行
為
の
結
果
に
対
し
て
も
責
任
を
負
う
」
の
で
あ
り
、「
こ
の
場
合
、
Ａ
は
も
ち
ろ
ん
、
Ｂ
も
Ｘ
の
死
に
対

し
て
既
遂
の
責
任
を
負
う
」
こ
と
に
な
る
の
は
、「
Ｂ
が
Ａ
の
心
理
を
通
じ
て
そ
の
行
為
に
影
響
を
与
え
、
そ
の
行
為
お
よ
び
結
果
に

対
し
て
因
果
関
係
を
及
ぼ
し
た
か
ら
で
あ
る
。
共
同
正
犯
は
、
自
ら
実
行
行
為
を
行
う
と
同
時
に
、
他
の
共
同
正
犯
の
実
行
を
教
唆
ま

た
は
精
神
的
に
幇
助
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
共
同
加
功
の
意
思
と
は
、
こ
の
よ
う
な
主
観
的
要
素
と
い
う
こ
と
に
な
（
（1
（

る
。」
す
な
わ

ち
、「
共
同
正
犯
も
、
や
は
り
自
己
の
行
為
と
こ
れ
か
ら
生
じ
た
結
果
に
つ
い
て
個
人
と
し
て
責
任
を
問
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に

か
わ
り
は
な
い
」
の
で
あ
っ
て
、
自
分
の
弾
丸
が
当
た
ら
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
既
遂
の
責
任
を
問
わ
れ
る
の
も
、
他
の
共
同

者
の
行
為
を
心
理
的
に
促
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
問
題
は
そ
の
心
理
的
な
影
響
が
大
き
い
と
き
は
、
な
お
そ
の
実
行
行
為
は
実
質
的

に
見
て
、「
Ａ
Ｂ
共
同
の
も
の
」
で
あ
る
と
し
、
共
同
正
犯
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
に
あ
る
。
共
謀
共
同
正
犯
論
は
こ
れ
を
肯
定

す
る
の
で
あ
（
（1
（
る
。

　

⑥　

重
要
な
役
割
・
影
響
力　
　

最
高
裁
判
所
が
共
謀
共
同
正
犯
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
理
由
は
、「
背
後
に
い
て
計
画
を
た
て

実
行
を
指
示
し
た
者
は
、
犯
罪
の
遂
行
に
と
っ
て
、
自
ら
実
行
に
あ
た
っ
た
者
に
比
べ
て
実
質
的
に
必
ず
し
も
軽
い
役
割
と
は
い
え

ず
、
む
し
ろ
重
要
な
役
割
で
あ
る
場
合
も
あ
る
が
、
こ
れ
を
教
唆
・
幇
助
と
す
る
と
︑
実
行
正
犯
者
と
同
じ
、
あ
る
い
は
こ
れ
よ
り
重

い
刑
を
科
す
の
が
困
難
だ
︑
と
い
う
点
で
あ
（
（1
（
る
。」

　

そ
う
す
る
と
、「
共
謀
共
同
正
犯
は
、
単
に
意
思
を
疎
通
さ
せ
た
だ
け
で
な
く
、
実
行
行
為
が
『
共
同
の
意
思
に
も
と
づ
く
』
も
の

と
い
え
る
よ
う
な
『
意
思
方
向
』
を
持
つ
者
に
限
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
『
意
思
方
向
』
は
、
単
に
主
観
的
な
も
の
で

あ
る
だ
け
で
な
く
、
犯
罪
の
遂
行
に
客
観
的
に
重
要
な
影
響
力
を
持
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
（
（1
（
い
。」

　

例
え
ば
、
Ａ
と
Ｂ
が
、
夜
、
Ｘ
の
家
に
侵
入
し
、
Ａ
が
Ｘ
に
対
し
て
暴
行
・
脅
迫
を
行
い
、
Ｂ
が
Ｘ
か
ら
財
物
を
奪
取
し
た
場
合
、
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Ａ
と
Ｂ
は
共
同
正
犯
で
あ
る
。
し
か
し
、「
Ｃ
も
と
も
に
侵
入
し
て
懐
中
電
灯
で
照
ら
し
て
い
た
と
き
」、
Ｃ
を
幇
助
犯
と
す
る
見
解
は

稀
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、「
す
で
に
Ｃ
の
行
為
が
︑
当
該
犯
罪
の
遂
行
に
︑
実
質
的
、
客
観
的
に
必
要
な
、
あ
る
い
は
重
要
な
役
割

を
い
と
な
ん
で
い
る
と
い
う
実
質
的
な
観
点
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
（
（1
（
る
。」

　

⑦　

統
一
的
正
犯
概
念　
　
「
判
例
の
認
め
る
共
謀
共
同
正
犯
の
理
論
は
、
ま
さ
に
こ
の
重
い
処
罰
に
価
す
る
者
に
正
犯
と
い
う
名

前
を
与
え
よ
う
と
す
る
も
の
」
で
あ
り
、「『
重
い
処
罰
に
価
す
る
者
が
正
犯
』、『
軽
い
処
罰
に
価
す
る
者
が
幇
助
犯
』
と
い
う
考
え

方
」
で
あ
る
と
も
い
え
よ
（
（1
（
う
。「
こ
の
場
合
の
正
犯
概
念
は
、
実
行
行
為
の
概
念
と
は
切
り
離
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

判
例
は
い
わ
ゆ
る
共
同
正
犯
の
従
属
性
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
こ
れ
を
認
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
共
謀
共
同
正
犯
で
あ
る
背
後
者
の

行
為
が
あ
れ
ば
、
た
だ
ち
に
未
遂
に
な
る
わ
け
で
は
な
く
︑
共
謀
者
中
の
誰
か
が
実
行
行
為
を
し
た
と
き
に
は
じ
め
て
未
遂
と
し
て
処

罰
さ
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
共
謀
共
同
正
犯
を
認
め
る
か
認
め
な
い
か
は
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
問
題
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
」
に

な
り
、「
共
謀
共
同
正
犯
は
実
は
単
な
る
量
刑
問
題
で
あ
り
、
た
だ
正
犯
と
い
う
名
前
を
与
え
る
か
与
え
な
い
か
だ
け
の
争
い
だ
と
さ

え
い
え
（
（1
（
る
」。

　
「
も
と
も
と
刑
の
重
さ
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
共
犯
者
を
形
式
的
な
行
為
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
よ

う
と
す
る
こ
と
自
体
に
か
な
り
の
無
理
が
あ
る
。
だ
か
ら
徹
底
す
る
な
ら
ば
、
裁
判
所
は
、
共
犯
者
全
体
に
つ
い
て
同
じ
法
定
刑
の
範

囲
内
で
適
当
な
量
刑
を
し
、
必
要
が
あ
れ
ば
、
共
犯
者
の
う
ち
ど
れ
か
に
つ
い
て
刑
を
加
重
し
ま
た
は
減
軽
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す

る
の
が
適
切
で
あ
る
か
も
し
れ
な
（
（1
（
い
。」
そ
し
て
、「
こ
の
よ
う
な
立
場
は
、
統
一
的
正
犯
概
念
と
呼
ば
れ
る
」
が
、「
わ
が
国
の
立
法

は
保
守
的
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
ま
で
踏
み
切
る
の
に
は
、
な
お
か
な
り
の
時
間
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
古
典
的
な
正
犯
＝

実
行
概
念
で
す
べ
て
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
だ
け
は
た
し
か
で
あ
る
以
上
、
い
つ
か
は
こ
れ
を
真
剣
に
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
時
期
が
く
る
と
思
（
（1
（
う
。」
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⑧　

共
謀
の
意
義
・
機
能　
　

最
高
裁
判
所
が
共
謀
共
同
正
犯
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
第
二
の
理
由
は
、「
実
行
、
教
唆
、
幇
助

と
い
う
類
型
が
、
現
実
の
犯
意
形
成
の
過
程
と
必
ず
し
も
合
致
し
な
い
点
」
に
あ
り
、「
現
実
に
は
︑
話
し
合
い
の
過
程
で
、
お
互
い

に
影
響
し
あ
っ
て
次
第
に
犯
意
が
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
い
わ
ば
相
互
教
唆
・
相
互
精
神
的

幇
助
の
複
合
し
た
形
態
を
と
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
実
態
を
捉
え
る
た
め
に
は
『
共
謀
』
と
い
う
概
念
が
よ
り
適
し
て
い
る
と
も
い

え
（
（2
（

る
。」

　

実
際
、「
教
唆･
幇
助
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
捉
え
に
く
い
形
態
が
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。『
謀
議
』
と
呼
ば
れ
る
も
の
も
そ
う

で
あ
る
。
数
人
が
話
し
合
っ
た
結
果
犯
行
の
決
意
に
到
達
し
た
よ
う
な
場
合
、
誰
が
誰
を
教
唆
し
た
と
い
う
わ
け
で
も
な
く
、
誰
が
誰

を
精
神
的
に
幇
助
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
犯
意
は
話
合
い
の
間
に
、
次
第
に
成
長
し
て
ゆ
く
。
強
い
て
い
え
ば
相
互
的
な
教
唆

で
あ
る
が
、
こ
れ
も
必
ず
し
も
実
体
に
忠
実
な
概
念
と
は
い
え
な
い
。
た
し
か
に
立
法
者
が
考
え
た
教
唆
・
幇
助
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー

は
、
あ
ま
り
に
も
犯
意
と
い
う
も
の
を
実
体
化
し
、
い
わ
ゆ
る
『
自
由
意
思
』
に
よ
っ
て
卒
然
と
し
て
犯
意
が
生
じ
、
ま
た
人
の
心
に

生
ぜ
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
た
め
、
現
実
と
マ
ッ
チ
し
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
共
謀
共
同
正

犯
は
一
つ
の
必
然
的
な
社
会
現
象
だ
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
（
（2
（
う
。」

　

共
謀
共
同
正
犯
が
成
立
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
「
共
謀
と
は
、
意
思
の
疎
通
を
い
う
。
意
思
を
疎
通
さ
せ
る
た
め
の
行
為
も
ま
た

共
謀
（
行
為
）
あ
る
い
は
謀
議
と
呼
ば
れ
（
（2
（
る
。」「
厳
格
に
は
、
教
唆
と
も
幇
助
と
も
い
い
に
く
い
、『
共
謀
』
と
い
う
事
態
が
存
在
す

る
と
こ
ろ
に
、
共
謀
共
同
正
犯
論
の
発
生
し
た
理
由
の
一
つ
が
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
共
謀
共
同
正
犯
は
処
罰
の
限
界
を
拡
大
す

る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
こ
の
場
合
に
は
、『
共
謀
』
の
意
味
内
容
は
何
か
は
、
極
め
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
く
（
（2
（
る
。」

　

共
謀
共
同
正
犯
に
お
い
て
、
単
に
謀
議
に
参
加
し
た
に
す
ぎ
な
い
者
に
よ
っ
て
「
実
行
行
為
者
に
対
す
る
心
理
的
な
は
た
ら
き
か
け

が
な
さ
れ
た
に
と
ど
ま
る
場
合
」、「
そ
の
者
を
処
罰
す
る
根
拠
と
な
る
行
為
は
、
そ
の
は
た
ら
き
か
け
の
行
為
す
な
わ
ち
共
謀
行
為
だ
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け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
が
、
そ
れ
が
何
時
、
ど
こ
で
な
さ
れ
た
か
が
、
決
定
的
な
意
味
を
も
つ
。
い
わ

ゆ
る
練
馬
事
件
の
判
決
で
、『
共
謀
は
罪
と
な
る
べ
き
事
実
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
、
こ
れ
を
認
め
る
た
め
に
は
、
厳
格
な
証
明
に
よ

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。』
と
し
た
の
は
、
こ
の
意
味
で
重
要
な
意
味
を
持
（
（2
（
つ
。」

　

⑨　

刑
法
第
六
〇
条
の
解
釈　
　
「
共
謀
共
同
正
犯
の
第
一
の
問
題
は
、
そ
れ
が
現
行
法
の
解
釈
と
し
て
認
め
う
る
も
の
で
あ
る
か

ど
う
か
に
あ
る
。
現
行
法
は
、『
共
同
し
て
実
行
し
た
』
と
き
は
じ
め
て
共
同
正
犯
だ
と
し
て
い
る
。
も
し
こ
の
語
が
、
実
行
そ
の
も

の
を
共
同
に
す
る
こ
と
し
か
意
味
し
え
な
い
と
す
れ
ば
、
共
謀
共
同
正
犯
を
認
め
る
の
は
、
罪
刑
法
定
主
義
に
反
す
る
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
右
の
語
は
、
実
行
を
担
当
し
た
の
は
一
人
で
あ
っ
て
も
︑
そ
の
実
行
行
為
が
一
心
同
体
の
『
よ
う
に
』
強
く
結
合
し
た
人
々
の

『
共
同
の
も
の
』
と
い
い
う
る
場
合
も
含
む
と
す
る
こ
と
も
全
く
不
可
能
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
共
謀
共
同
正
犯

も
、
現
行
法
の
可
能
な
解
釈
の
一
つ
だ
と
い
う
こ
と
に
な
（
（2
（
る
。」

　

刑
法
第
六
〇
条
に
い
う
「
共
同
し
て
犯
罪
を
実
行
し
た
」
と
い
う
文
言
は
「
と
も
に
実
行
行
為
を
し
た
場
合
を
い
う
と
す
る
の
が
、

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
す
な
お
な
解
釈
で
あ
り
、
心
理
的
な
影
響
の
強
弱
は
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
こ
と
も
あ
る
か
ら
、
学
説
が
、
共
謀

共
同
正
犯
論
に
反
対
し
て
き
た
の
に
も
、
十
分
の
理
由
が
あ
る
。
し
か
し
、
Ａ
と
Ｂ
と
が
心
理
的
に
強
く
む
す
び
つ
い
て
い
る
と
き
、

Ｂ
の
行
為
が
Ａ
Ｂ
『
共
同
の
も
の
』
と
考
え
る
こ
と
も
全
く
不
可
能
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
共
謀
共
同
正
犯
は
あ
ま
り

好
ま
し
く
な
い
拡
張
解
釈
で
は
あ
る
が
、
必
ず
し
も
罪
刑
法
定
主
義
に
反
す
る
も
の
と
ま
で
は
い
え
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
共
謀
共
同

正
犯
は
永
年
の
判
例
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
在
で
は
こ
れ
を
否
定
す
る
と
す
れ
ば
立
法
に
よ
る
ほ
か

な
い
で
あ
ろ
（
（2
（
う
。」

（
1
）　

平
野
龍
一
・
刑
法
の
基
礎
（
一
九
六
六
年
）
二
四
八
～
二
四
九
頁
。
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（
2
）　

平
野
龍
一
「
第
四
章
正
犯
及
び
共
犯
」
改
正
刑
法
準
備
草
案
附
同
理
由
書
（
一
九
六
一
年
）
一
一
二
頁
。
改
正
刑
法
準
備
草
案
に
お
け
る
第
二
六

条
（
共
同
正
犯
）
の
規
定
は
、
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

「
第
二
六
条
①　

二
人
以
上
共
同
し
て
犯
罪
を
実
行
し
た
者
は
、
み
な
正
犯
と
す
る
。

　
　
　
　
　

②　

二
人
以
上
で
犯
罪
の
実
行
を
謀
議
し
、
共
謀
者
の
或
る
者
が
共
同
の
意
思
に
基
づ
い
て
こ
れ
を
実
行
し
た
と
き
は
、
他
の
共
謀
者
も
ま

た
正
犯
と
す
る
。」

（
3
）　

平
野
龍
一
・
注
2
文
献
・
一
一
二
頁
。
ま
た
、
平
野
龍
一
・
刑
法
総
論
Ⅱ
（
一
九
七
五
年
）
四
〇
二
～
四
〇
三
頁
参
照
。

（
4
）　

平
野
龍
一
・
注
3
文
献
・
四
〇
〇
頁
参
照
。
ま
た
、
平
野
龍
一
・
刑
法
概
説
（
一
九
七
七
年
）
一
二
〇
～
一
二
一
頁
も
参
照
。
こ
の
論
述
の
趣
旨

は
、
佐
伯
仁
志
・
刑
法
総
論
の
考
え
方･

楽
し
み
方
（
二
〇
一
三
年
）
三
九
三
頁
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

（
5
）　

平
野
龍
一
・
犯
罪
論
の
諸
問
題

（
一
九
八
一
年
）
一
三
二
頁
、
一
三
三
頁
参
照
。

（
6
）　

平
野
龍
一
・
注
2
文
献
・
一
一
二
～
一
一
三
頁
参
照
。

（
7
）　

平
野
龍
一
・
注
3
文
献
・
四
〇
四
頁
参
照
。「
正
犯
行
為
と
実
行
行
為
の
分
離
・
分
裂
」
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
、
平
野
龍
一
・
注
5
文
献
・
一
二

八
～
一
三
二
頁
参
照
。

（
8
）　

平
野
龍
一
・
注
5
文
献
・
一
三
四
頁
参
照
。

（
9
）　

平
野
龍
一
・
注
2
文
献
・
一
一
三
頁
参
照
。

（
10
）　

平
野
龍
一
・
注
3
文
献
・
四
〇
一
頁
参
照
。

（
11
）　

平
野
龍
一
・
注
3
文
献
・
三
八
一
頁
参
照
。

（
12
）　

平
野
龍
一
・
注
4
文
献
・
一
二
一
頁
参
照
。

（
13
）　

平
野
龍
一
・
注
3
文
献
・
四
〇
〇
頁
参
照
。

（
14
）　

平
野
龍
一
・
注
3
文
献
・
四
〇
三
頁
参
照
。

（
15
）　

平
野
龍
一
・
注
3
文
献
・
三
九
七
～
三
九
八
頁
参
照
。

（
16
）　

平
野
龍
一
・
注
5
文
献
・
一
三
三
頁
参
照
。

（
17
）　

平
野
龍
一
・
注
5
文
献
・
一
三
三
～
一
三
四
頁
参
照
。

（
18
）　

平
野
龍
一
・
注
5
文
献
・
一
三
五
頁
。
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（
19
）　

平
野
龍
一
・
注
5
文
献
・
一
三
五
頁
。

（
20
）　

平
野
龍
一
・
注
3
文
献
・
四
〇
〇
頁
参
照
。

（
21
）　

平
野
龍
一
・
注
5
文
献
・
一
三
六
頁
。

（
22
）　

平
野
龍
一
・
注
3
文
献
・
四
〇
三
頁
参
照
。

（
23
）　

平
野
龍
一
・
注
3
文
献
・
四
〇
四
～
四
〇
五
頁
参
照
。

（
24
）　

平
野
龍
一
・
注
3
文
献
・
四
〇
五
頁
参
照
。
ま
た
、
平
野
龍
一
・
注
2
文
献
・
一
一
二
頁
、
平
野
龍
一
・
注
5
文
献
・
一
三
七
頁
も
参
照
。

（
25
）　

平
野
龍
一
・
注
3
文
献
・
四
〇
二
頁
。

（
26
）　

平
野
龍
一
・
注
4
文
献
・
一
二
一
～
一
二
二
頁
参
照
。

　

⑶
　
特
　
徴

　

以
上
、
準
実
行
共
同
正
犯
説
の
前
史
と
い
う
べ
き
平
野
龍
一
氏
の
共
謀
共
同
正
犯
論
の
論
述
内
容
を
や
や
詳
し
く
紹
介
し
た
。
こ
れ

ら
の
論
述
を
踏
ま
え
、
以
下
で
は
、
共
謀
共
同
正
犯
論
に
関
す
る
平
野
龍
一
氏
の
見
解
の
特
徴
を
指
摘
し
て
み
た
い
。

　

①　

実
行
行
為
遊
離
論　
　

平
野
説
の
特
徴
と
し
て
、
ま
ず
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
実
行
行
為
遊
離
論
を
採
っ
て
い
る

こ
と
、
す
な
わ
ち
、
正
犯
概
念
を
「
正
犯
＝
実
質
的
実
行
行
為
の
分
担
者
」
と
し
、
規
範
的･

価
値
的
に
把
握
さ
れ
た
現
実
的･

具
体

的
に
危
険
な
実
行
行
為
を
行
う
者
が
正
犯
で
あ
る
と
す
る
実
質
的
実
行
行
為
説
を
前
提
と
し
て
い
な
い
こ
と
、
で
あ
る
。

　

こ
の
点
は
、
平
野
説
で
は
、「
実
行
行
為
を
し
た
者
だ
け
が
正
犯
だ
と
す
る
と
、
正
犯
の
範
囲
は
た
し
か
に
か
な
り
は
っ
き
り
と
限

定
さ
れ
る
」
が
、
し
か
し
、「
正
犯
だ
け
が
処
罰
さ
れ
る
場
合
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
は
実
質
的
に
い
っ
て
も
、
と

く
に
正
犯
に
限
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
だ
か
ら
ど
の
範
囲
の
者
を
処
罰
す
る
か
と
い
う
点
で

は
、
正
犯
＝
実
行
の
概
念
は
す
で
に
重
要
性
を
う
し
な
っ
て
い
る
」、「
正
犯
概
念
は
︑
実
行
行
為
の
概
念
と
は
切
り
離
さ
れ
た
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
（
（
（
る
。
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②　

正
犯
行
為
と
実
行
行
為
の
分
裂　
　

次
に
、
実
行
行
為
遊
離
論
を
採
っ
て
い
る
こ
と
の
必
然
と
し
て
、
平
野
説
が
、
正
犯
行
為

と
実
行
行
為
の
分
裂
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
を
特
徴
と
し
て
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
平
野
説
に
あ
っ
て
は
、
実
行
行
為
遊
離
論

を
採
り
、
か
つ
、
共
謀
共
同
正
犯
に
共
犯
性
を
看
取
す
る
こ
と
と
相
ま
っ
て
、
正
犯
行
為
─
─「
正
犯
者
と
な
る
た
め
の
正
犯
行
（
（
（
為
」・

「
正
犯
者
を
正
犯
者
と
し
て
処
罰
す
る
要
件
と
な
る
正
犯
行
（
（
（

為
」─
─
と
、
実
行
行
為
─
─「
結
果
発
生
の
具
体
的
危
険
性
を
持
っ
て
い

る
実
行
行
為
」・「
法
益
侵
害
の
客
観
的
な
危
険
性
の
あ
る
実
行
行
（
（
（

為
」─
─
と
の
分
離
が
明
確
に
意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

点
は
、
共
謀
共
同
正
犯
の
成
立
に
は
、「
共
謀
者
の
う
ち
の
少
な
く
と
も
一
人
が
実
行
行
為
を
し
た
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
を
共

同
正
犯
の
（
実
行
）
従
属
性
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
他
の
共
謀
者
も
︑
正
犯
者
と
な
る
た
め
の
行
為
（
こ
れ
を
正
犯
行
為
と
呼

ぶ
こ
と
が
で
き
る
）
は
必
要
で
あ
る
。
共
謀
共
同
正
犯
で
は
︑
正
犯
行
為
と
実
行
行
為
と
は
分
離
す
る
の
で
あ
（
（
（
る
。」
と
い
う
論
述
に

明
確
に
表
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
平
野
説
に
お
い
て
は
、
正
犯
行
為
か
ら
分
離
さ
れ
た
実
行
行
為
に
は
、
共
謀
共
同
正
犯
が
処
罰
の
段

階
に
入
っ
た
こ
と
を
画
す
る
可
罰
性
画
定
機
能
が
担
わ
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
は
︑
共
同
正
犯
・
共
犯
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、
広

く
、
原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
、
間
接
正
犯
・
離
隔
犯
に
お
い
て
も
妥
当
す
る
構
想
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
（
（
（
る
。

　

ま
た
、
平
野
説
に
あ
っ
て
は
、
共
謀
共
同
正
犯
は
実
行
共
同
正
犯
（
狭
義
の
共
同
正
犯
）
と
は
区
別
さ
れ
る
が
、「
共
同
正
犯
の
一

種
」
と
し
て
実
行
共
同
正
犯
と
同
じ
く
、「
正
犯
概
念
と
実
行
概
念
と
の
間
に
︑
分
裂
が
生
じ
た
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
犯
罪
を
実
行
し
た
者
が
正
犯
で
、
正
犯
と
は
︑
犯
罪
を
実
行
し
た
者
で
あ
る
」
と
い
う
の
が
、「
他
の
規
定
で
の
概
念
で
あ
る
」

が
、（
共
謀
）
共
同
正
犯
の
場
合
に
は
、「
実
行
し
な
い
正
犯
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
（
（
（
る
」
と
論
述
さ
れ
て
お
り
、
改
正
刑
法
準
備
草
案

第
二
六
条
を
解
説
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、「
正
犯
概
念
と
実
行
概
念
の
分
裂
」
が
、「
正
犯
行
為
と
実
行
行
為
の
分
裂
」
と
は
ほ
ぼ
同

義
の
も
の
と
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
平
野
説
に
あ
っ
て
は
、「
現
行
法
が
、
正
犯
と
い
う
概
念
を
重
く
処
罰
す
べ
き
も
の
」
と
し
て
い
る
「
正
犯
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が
、
実
行
行
為
の
概
念
と
一
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
」
り
、「
こ
の
場
合
の
正
犯
概
念
は
、
実
行
行
為
の
概

念
と
は
切
り
離
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
（
（
（

い
。」
と
論
述
さ
れ
て
お
り
、
正
犯
行
為
と
実
行
行
為
の
分
離
、
正
犯
概
念
と
実
行

概
念
の
分
裂
が
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　

③　

正
犯
性
と
共
犯
性
の
質
的
連
続
性　
　

ま
た
、
平
野
説
の
特
徴
と
し
て
、
正
犯
性
と
共
犯
性
の
質
的
な
連
続
性
、
質
的
な
同
一

性
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
平
野
説
は
、
正
犯
の
概
念
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、「
実
行
行
為
の

一
部
・
全
部
を
実
質
的
に
分
担
す
る
者
」
と
い
う
性
格
づ
け
か
ら
、「
重
い
処
罰
に
価
す
る
者
（
少
な
く
と
も
幇
助
犯
よ
り
重
く
処
罰

す
べ
き
者
）」
と
い
う
性
格
づ
け
へ
と
重
点
移
行
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
背
後
者
の
方
が
実
行
者
よ
り
も
重
く
処
罰
す
べ
き
場
合
、

あ
る
い
は
少
な
く
と
も
同
じ
よ
う
に
処
罰
す
べ
き
場
（
（
（
合
」
を
根
拠
づ
け
よ
う
と
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
共
謀
共
同
正
犯
か
幇
助
犯
か

は
「
実
は
単
な
る
量
刑
問
題
」、「
た
だ
正
犯
と
い
う
名
前
を
与
え
る
か
与
え
な
い
か
だ
け
の
争
い
だ
と
い
え
（
（1
（
る
」
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

要
約
す
る
と
、
平
野
説
に
あ
っ
て
は
、（
共
同
）
正
犯
と
は
「
重
い
処
罰
に
価
す
る
者
」、
共
犯
（
教
唆
・
幇
助
）
と
は
「
正
犯
よ
り

軽
い
処
罰
に
価
す
る
者
」
と
さ
れ
、「
処
罰
の
重
・
軽
」
に
よ
っ
て
正
犯
と
共
犯
が
区
分
さ
れ
て
お
り
、
共
同
正
犯
の
正
犯
性
と
共
犯

の
共
犯
性
と
は
同
じ
性
質
の
質
的
連
続
性
が
認
め
ら
れ
る
概
念
と
し
て
把
握
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
正
犯
か
共
犯
か
は
「
重
い
処

罰
・
軽
い
処
罰
」
と
い
う
可
罰
的
な
類
型
に
基
づ
く
量
的
差
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。
平
野
氏
の
論
述
、
す
な
わ
ち
、「
共
謀
共
同

正
犯
は
実
は
単
な
る
量
刑
問
題
で
あ
り
、
た
だ
正
犯
と
い
う
名
前
を
与
え
る
か
与
え
な
い
か
だ
け
の
争
い
だ
と
さ
え
い
え
（
（1
（
る
」
と
い
う

論
述
は
、
ま
さ
に
そ
の
点
を
象
徴
的
に
表
現
し
た
も
の
と
い
え
る
。

　

④　

統
一
的
正
犯
概
念　
　

さ
ら
に
、
平
野
説
の
特
徴
と
し
て
、
統
一
的
正
犯
概
念
が
強
く
志
向
さ
れ
て
い
る
点
を
指
摘
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
点
は
、
先
に
指
摘
し
た
、
正
犯
性
と
共
犯
性
の
質
的
連
続
性
と
い
う
特
徴
と
関
連
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。
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平
野
説
に
よ
る
と
、
統
一
的
正
犯
概
念
と
は
、「
共
働
的
な
犯
罪
に
対
処
す
る
」
た
め
に
、「
お
よ
そ
犯
罪
に
関
与
し
た
者
は
す
べ
て

正
犯
と
し
て
処
罰
す
る（（1
（

」
も
の
を
い
う
。

　

統
一
的
正
犯
概
念
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
「
構
成
要
件
の
次
元
に
お
け
る
正
犯
と
教
唆･

幇
助
と
の
概
念
的
区
別
を
重
視
せ

ず
、
正
犯
の
内
部
に
お
い
て
そ
の
加
功
の
程
度･

性
質
に
応
じ
て
量
刑
上
の
区
別
を
す
る
の
み
に
と
ど
ま
る
立
法
方
式
」
と
す
る

論
（
（1
（

者
、
あ
る
い
は
、「
統
一
的
正
犯
体
系
」
と
称
し
て
、「
犯
罪
の
成
立
に
条
件
を
与
え
た
者
は
す
べ
て
正
犯
と
す
る
立
法
形
式
」
と
す

る
論
（
（1
（
者
も
み
ら
れ
る
。
こ
の
点
を
私
見
な
り
に
整
理
し
て
お
く
と
、
犯
罪
の
実
現
に
関
与
し
、
そ
の
実
現
に
何
ら
か
の
寄
与
を
し
た
者

を
す
べ
て
「
正
犯
」
と
し
て
処
断
す
る
や
り
方
を
「
統
一
的
正
犯
方
式
」
と
称
し
、
犯
罪
の
実
現
に
関
与
し
、
そ
の
実
現
に
何
ら
か
の

寄
与
を
し
た
者
を
す
べ
て
「
共
犯
」
と
し
て
処
断
す
る
や
り
方
を
「
統
一
的
共
犯
方
式
」
と
称
す
（
（1
（
る
と
す
る
と
、
日
本
の
刑
法
は
、
犯

罪
の
実
現
に
関
与
し
、
そ
の
実
現
に
何
ら
か
の
寄
与
を
し
た
者
を
あ
ら
か
じ
め
「
共
同
正
犯
」
と
「
共
犯
（
教
唆
犯
・
従
犯
）」
に
類

型
化
し
、
刑
に
つ
い
て
も
「
正
犯
の
刑
」（
共
同
正
犯
・
教
唆
犯
）
と
「
必
要
的
に
減
軽
さ
れ
た
正
犯
の
刑
」（
従
犯
）
に
分
け
て
法
定

し
て
お
り
、
統
一
的
正
犯
方
式
・
統
一
的
共
犯
方
式
と
異
な
る
「
正
犯
・
共
犯
類
別
方
式
」
を
採
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ

う
。

　

し
た
が
っ
て
、
現
行
刑
法
を
前
提
と
す
る
と
、
統
一
的
正
犯
方
式
・
統
一
的
共
犯
方
式
を
提
起
す
る
こ
と
は
、
立
法
論
と
い
う
こ
と

に
な
る
が
、
統
一
的
正
犯
方
式
を
採
る
の
か
、
そ
れ
と
も
統
一
的
共
犯
方
式
を
採
る
の
か
は
、
犯
罪
実
現
へ
の
関
与
者
を
「
正
犯
」
ベ

ー
ス
で
処
断
し
て
い
く
の
か
、「
共
犯
」
ベ
ー
ス
で
処
断
し
て
い
く
の
か
の
違
い
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
違
い
は
正
犯
概
念
及
び
共
犯
概
念

の
意
義
・
射
程
範
囲
を
ど
の
よ
う
に
解
す
る
か
に
因
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
点
、
平
野
説
の
志
向
す
る
統
一
的
正
犯
概
念
（
私
見
で
い
う
統
一
的
正
犯
方
式
）
に
つ
い
て
い
え
ば
、
平
野
説
は
、「
共
謀
共

同
正
犯
は
実
は
単
な
る
量
刑
問
題
」
と
論
述
す
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
共
犯
者
全
体
に
つ
い
て
同
じ
法
定
刑
の
範
囲
内
で
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適
当
な
量
刑
を
し
、
必
要
が
あ
れ
ば
、
共
犯
者
の
う
ち
ど
れ
か
に
つ
い
て
刑
を
加
重
し
ま
た
は
減
軽
す
る
こ
と
が
で
き
る（（1
（

」
と
す
る
こ

と
に
関
心
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
統
一
的
正
犯
概
念
（
統
一
的
正
犯
方
式
）」
か
、「
統
一
的
共
犯
概
念
（
統
一
的
共
犯
方
式
）」
か

は
、「
名
前
の
争
い
」
を
め
ぐ
る
仮
象
問
題
に
す
ぎ
な
い
と
解
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
の
詳
細
は
、
後
の

「
小
括
」
で
触
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

⑤　

共
謀
共
同
正
犯
の
正
犯
性
と
共
犯
性
の
交
錯　
　

平
野
説
に
よ
る
と
、
共
謀
共
同
正
犯
の
正
犯
性
に
つ
い
て
は
、
実
行
行
為
を

分
担
し
な
い
単
な
る
共
謀
者
で
あ
っ
て
も
、
実
行
行
為
分
担
者
と
同
等
以
上
の
「
重
要
な
役
割
」
を
果
た
し
た
者
も
い
（
（1
（
る
の
で
、
そ
の

者
は
「
正
犯
」
と
し
て
「
重
い
処
罰
に
価
す
る
者
」
で
あ
（
（1
（
る
が
、
そ
の
「
重
い
処
罰
」
を
根
拠
づ
け
る
実
質
要
素
は
、
犯
罪
の
遂
行
に

客
観
的
に
「
重
要
な
影
響
力
」
を
も
っ
た
こ
（
（1
（
と
と
い
う
「
実
行
行
為
・
結
果
に
対
す
る
因
果
（
（2
（
性
」、
よ
り
具
体
的
に
は
、「
犯
罪
の
遂
行

に
客
観
的
に
重
要
な
影
響
力
」
を
及
ぼ
し
た
こ
（
（2
（
と
に
あ
る
。
他
方
、
共
謀
共
同
正
犯
の
共
犯
性
に
つ
い
て
は
、
実
行
行
為
の
「
共
同

性
」
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
平
野
説
に
よ
る
と
、
実
行
行
為
分
担
者
の
実
行
行
為
は
実
質
的
に
み
て
「
共
同

の
も
の
」
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
（
（2
（
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
の
共
同
性
を
根
拠
づ
け
る
実
質
要
素
は
、
互
い
に
影
響
し
合
っ
て
次
第

に
、「
相
互
教
唆
・
相
互
精
神
的
幇
助
の
複
合
し
た
形
態
」
で
形
成
さ
れ
る
「
意
思
の
疎
通
」、
つ
ま
り
「
共
謀
（
行
為
）」「
謀
議
」
に

あ
る
と
さ
れ
て
い
（
（2
（
る
。
そ
し
て
、
こ
の
共
犯
性
は
、「（
共
謀
）
共
同
正
犯
の
実
行
従
属
性
」
と
し
て
顕
在
化
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
（
（2
（
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
平
野
説
に
お
い
て
は
、
正
犯
か
共
犯
か
は
「
名
前
の
争
い
」
の
仮
象
問
題
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、

共
謀
共
同
正
犯
の
正
犯
性
と
共
犯
性
と
は
渾
然
一
体
と
な
っ
て
交
錯
し
た
も
の
︑
し
た
が
っ
て
、
必
ず
し
も
分
離
で
き
る
よ
う
な
も
の

と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
、
平
野
説
が
「
重
い
処
罰
に
価
す
る
正

犯
」・「
軽
い
処
罰
に
価
す
る
幇
助
犯
」
と
い
う
観
点
に
よ
り
、
正
犯
性
と
共
犯
性
の
質
的
連
続
性
を
認
め
て
い
る
前
提
が
あ
る
こ
と
は
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も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
平
野
説
が
、
単
な
る
共
謀
者
が
「
自
ら
直
接
実
行
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
共
同
正
犯
と
い
い
う
る
た
め
に

は
、
そ
の
実
行
行
為
が
、『
共
同
の
も
の
』
で
あ
る
こ
と
、
い
い
か
え
る
と
、
直
接
実
行
し
な
い
者
に
と
っ
て
も
『
自
己
の
も
の
』
で

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
（
（2
（
い
」
と
論
述
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
、「
共
謀
共
同
正
犯
は
、
単
に
意
思
を
疎
通
さ

せ
た
だ
け
で
な
く
、
実
行
行
為
が
『
共
同
の
意
思
に
も
と
づ
く
』
も
の
と
い
え
る
よ
う
な
『
意
思
方
向
』
を
持
つ
者
に
限
ら
れ
る
べ

き
」
で
あ
り
、
し
か
も
、「
こ
の
『
意
思
方
向
』
は
、
単
に
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
犯
罪
の
遂
行
に
客
観
的
に
重
要
な

影
響
力
を
持
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
（
（2
（
い
」
と
論
述
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
論
述
に
よ
っ
て
、
平
野
説
に

お
い
て
は
、「
共
同
の
意
思
」
に
基
づ
く
共
犯
性
と
「
客
観
的
に
重
要
な
影
響
力
を
持
つ
意
思
方
向
」
に
基
づ
く
正
犯
性
と
が
渾
然
一

体
と
な
っ
て
結
合
し
た
概
念
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

⑥　

共
謀
の
意
義
・
機
能　
　

平
野
説
に
あ
っ
て
は
、
共
謀
は
、「
教
唆･

幇
助
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
捉
え
に
く
い
形
（
（2
（
態
」
で
あ

り
、
む
し
ろ
、「
い
わ
ば
相
互
教
唆
・
相
互
精
神
的
幇
助
の
複
合
し
た
形
態
」
を
取
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
っ
て
、「
お
互
い
に
影
響
し

あ
っ
て
次
第
に
犯
意
が
形
成
さ
れ
て
ゆ
（
（2
（
く
」
形
態
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
実
行
行
為
を
分
担
し
な
い
単
な
る
共
謀
者

を
処
罰
す
る
根
拠
と
な
る
行
為
は
、「
そ
の
は
た
ら
き
か
け
の
行
為
す
な
わ
ち
共
謀
行
為
だ
け
で
あ
る
」
の
で
、「
ど
の
よ
う
な
内
容
の

も
の
が
、
そ
れ
が
何
時
、
ど
こ
で
な
さ
れ
た
か
が
、
決
定
的
な
意
味
を
も
つ
。
い
わ
ゆ
る
練
馬
事
件
の
判
決
で
、『
共
謀
は
罪
と
な
る

べ
き
事
実
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
、
こ
れ
を
認
め
る
た
め
に
は
、
厳
格
な
証
明
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。』
と
し
た
の
は
、
こ
の

意
味
で
重
要
な
意
味
を
持
（
（2
（
つ
。」
と
論
述
し
、
客
観
的
な
共
謀
概
念
を
要
求
し
、
厳
格
な
証
明
を
要
す
る
と
す
る
見
解
に
賛
意
を
示
し

て
い
（
（3
（
る
。

（
1
）　

平
野
龍
一
・
犯
罪
論
の
諸
問
題

（
一
九
八
一
年
）
一
二
八
頁
、
一
三
三
頁
参
照
。
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（
2
）　

平
野
龍
一
・
刑
法
総
論
Ⅱ
（
一
九
七
五
年
）
四
〇
四
頁
。

（
3
）　

平
野
龍
一
・
注
1
文
献
・
一
二
九
頁
。

（
4
）　

平
野
龍
一
・
注
2
文
献
・
三
一
三
頁
参
照
。

（
5
）　

平
野
龍
一
・
注
2
文
献
・
四
〇
四
頁
。

（
6
）　

平
野
龍
一
・
注
1
文
献
・
一
二
八
～
一
三
二
頁
参
照
。

（
7
）　

平
野
龍
一
「
第
四
章
正
犯
及
び
共
犯
」
改
正
刑
法
準
備
草
案
附
同
理
由
書
（
一
九
六
一
年
）
一
一
三
頁
参
照
。
ま
た
、
平
野
龍
一
・
注
1
文
献
・

一
三
二
～
一
三
三
頁
も
参
照
。

（
8
）　

平
野
龍
一
・
注
1
文
献
・
一
三
〇
頁
、
一
三
二
頁
、
一
三
三
頁
。
ま
た
、
平
野
龍
一
・
注
2
文
献
・
四
〇
〇
頁
、
四
〇
二
頁
も
参
照
。

（
9
）　

平
野
龍
一
・
注
1
文
献
・
一
三
二
頁
参
照
。

（
10
）　

平
野
龍
一
・
注
1
文
献
・
一
三
四
頁
。

（
11
）　

平
野
龍
一
・
注
1
文
献
・
一
三
四
頁
。

（
12
）　

平
野
龍
一
・
注
2
文
献
・
三
四
一
頁
参
照
。
平
野
氏
は
、
統
一
的
正
犯
概
念
を
、「
形
式
的
統
一
的
正
犯
概
念
」（
オ
ー
ス
ト
リ
ア
草
案
・
ア
メ
リ
カ

模
範
刑
法
典
）
と
「
実
質
的
統
一
的
正
犯
概
念
」（
イ
タ
リ
ア
刑
法
）
と
に
区
別
し
て
い
る
。

（
13
）　

山
中
敬
一
・
刑
法
総
論
（
第
三
版
・
二
〇
一
五
年
）
八
四
〇
頁
参
照
。

（
14
）　

高
橋
則
夫
・
刑
法
総
論
（
第
四
版
・
二
〇
一
八
年
）
四
三
〇
頁
参
照
。

（
15
）　

関
哲
夫
・
講
義
刑
法
総
論
（
第
二
版
・
二
〇
一
八
年
）
三
八
二
頁
参
照
。
い
ず
れ
の
方
式
に
つ
い
て
も
、
さ
ら
に
、
関
与
の
態
様
・
程
度
等
の
段
階

的
相
違
に
応
じ
て
量
刑
を
類
型
化
し
て
規
定
し
て
お
く
「
量
刑
類
型
方
式
」
と
、
関
与
の
態
様
・
程
度
等
の
段
階
的
相
違
を
問
わ
ず
す
べ
て
裁
判
官
の
量

刑
判
断
に
委
ね
、
量
刑
の
類
型
を
法
定
化
し
な
い
「
量
刑
統
一
方
式
」
と
が
あ
る
。

（
16
）　

平
野
龍
一
・
注
1
文
献
・
一
三
五
頁
。

（
17
）　

平
野
龍
一
・
注
2
文
献
・
四
〇
〇
頁
参
照
。

（
18
）　

平
野
龍
一
・
注
1
文
献
・
一
三
三
頁
参
照
。

（
19
）　

平
野
龍
一
・
注
2
文
献
・
四
〇
三
頁
参
照
。

（
20
）　

平
野
龍
一
・
刑
法
概
説
（
一
九
七
七
年
）
一
二
一
頁
参
照
。
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（
21
）　

平
野
龍
一
・
注
2
文
献
・
四
〇
三
頁
参
照
。

（
22
）　

平
野
龍
一
・
注
2
文
献
・
四
〇
一
頁
、
平
野
龍
一
・
注
20
文
献
・
一
二
一
頁
参
照
。

（
23
）　

平
野
龍
一
・
注
2
文
献
・
四
〇
〇
頁
、
四
〇
三
頁
参
照
。

（
24
）　

平
野
龍
一
・
注
2
文
献
・
四
〇
四
頁
参
照
。

（
25
）　

平
野
龍
一
・
注
2
文
献
・
四
〇
一
頁
参
照
。

（
26
）　

平
野
龍
一
・
注
2
文
献
・
四
〇
三
頁
参
照
。

（
27
）　

平
野
龍
一
・
注
1
文
献
・
一
三
六
頁
。

（
28
）　

平
野
龍
一
・
注
2
文
献
・
四
〇
〇
頁
参
照
。

（
29
）　

平
野
龍
一
・
注
2
文
献
・
四
〇
五
頁
参
照
。

（
30
）　

平
野
説
の
実
行
行
為
遊
離
論
、
正
犯
行
為
と
実
行
行
為
の
分
裂
、
共
犯
性
・
正
犯
性
の
重
層
構
造
、
共
同
正
犯
と
共
犯
と
の
統
一
的
処
断
方
式
、
重

要
な
役
割
論
な
ど
の
特
徴
を
考
慮
す
る
と
、
よ
り
精
密
な
比
較
検
討
が
必
要
で
は
あ
る
が
、
共
同
正
犯
・
共
犯
現
象
と
単
独
犯
現
象
の
近
接
性
・
連
続

性
、
共
謀
共
同
正
犯
の
正
犯
性
と
共
犯
性
の
二
重
構
造
、
共
同
正
犯
の
共
犯
性
の
重
視
、
重
要
な
役
割
論
な
ど
を
特
徴
と
す
る
西
原
説
の
共
同
意
思
関
係

説
と
の
近
似
性･

親
近
性
を
感
じ
る
。
西
原
説
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
関
哲
夫
「
共
謀
共
同
正
犯
の
『
正
犯
性
』･

『
共
犯
性
』
に
関
す
る
一
考
察
㈡
─
─

『
共
同
意
思
関
係
説
』
の
検
討
─
─
」
國
士
舘
大
学
・
國
士
舘
法
學
四
二
号
（
二
〇
〇
九
年
）
三
八
頁
以
下
参
照
。

　

⑷
　
小
　
括

　

こ
こ
で
、
平
野
龍
一
氏
の
見
解
に
つ
い
て
、
次
項
で
考
察
す
る
準
実
行
共
同
正
犯
説
を
意
識
し
な
が
ら
、
若
干
の
検
討
を
加
え
た

い
。

　

①　

正
犯
行
為
と
実
行
行
為
の
分
裂　
　

平
野
説
に
あ
っ
て
は
、
正
犯
性
を
規
定
す
る
要
素
に
つ
い
て
実
行
行
為
遊
離
論
を
採
る
こ

と
に
よ
り
、
正
犯
行
為
─
─「
正
犯
者
と
な
る
た
め
の
正
犯
行
（
（
（
為
」・「
正
犯
者
を
正
犯
者
と
し
て
処
罰
す
る
要
件
と
な
る
正
犯
行
（
（
（
為
」

─
─
と
、
実
行
行
為
─
─「
結
果
発
生
の
具
体
的
危
険
性
を
持
っ
て
い
る
実
行
行
為
」・「
法
益
侵
害
の
客
観
的
な
危
険
性
の
あ
る
実
行
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行
（
（
（
為
」─
─
と
の
分
裂
・
分
離
が
招
来
さ
れ
る
こ
と
が
く
り
返
し
強
調
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
共
謀
共
同
正
犯
の
成
立
に
は
、「
共
謀

者
の
う
ち
の
少
な
く
と
も
一
人
が
実
行
行
為
を
し
た
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
を
共
同
正
犯
の
（
実
行
）
従
属
性
と
呼
ぶ
こ
と
が
で

き
る
。
そ
の
他
の
共
謀
者
も
︑
正
犯
者
と
な
る
た
め
の
行
為
（
こ
れ
を
正
犯
行
為
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
）
は
必
要
で
あ
る
。
共
謀
共

同
正
犯
で
は
︑
正
犯
行
為
と
実
行
行
為
と
は
分
離
す
（
（
（

る
」
と
い
う
論
述
な
ど
で
あ
る
。

　

共
謀
共
同
正
犯
に
お
け
る
正
犯
行
為
と
実
行
行
為
の
分
離
・
分
裂
に
つ
い
て
、
平
野
説
は
、
一
方
で
、「
正
犯
が
現
実
に
実
行
行
為

を
し
た
こ
と
が
、
共
犯
成
立
の
要
件
に
な
（
（
（
る
」
と
い
う
実
行
従
属
性
と
し
て
説
明
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
共
犯
性
説
、
正
犯･

共
犯
性
説
、
あ
る
い
は
共
犯･
正
犯
性
説
の
い
ず
れ
の
見
解
を
採
る
か
に
関
わ
り
な
く
、
共
謀
共
同
正
犯
に
少
な
く
と
も
そ
の
「
共
犯

性
」
を
認
め
る
限
り
、
あ
る
意
味
で
必
然
的
な
要
件
と
い
え
る
。
他
方
で
、
平
野
説
は
、
共
謀
共
同
正
犯
に
お
け
る
正
犯
行
為
と
実
行

行
為
の
分
離
・
分
裂
は
、「
正
犯
者
の
有
責
な
行
為
と
未
遂
成
立
の
時
期
と
の
ズ
（
（
（
レ
」
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、
正
犯
行
為
の
時
点
と
未

遂
犯
成
立
の
時
点
と
の
分
離
と
し
て
説
明
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
共
謀
共
同
正
犯
が
可
罰
性
の
段
階
に
至
っ
た
と
い
え
る
に

は
、
少
な
く
と
も
結
果
発
生
の
具
体
的
危
険
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
が
要
件
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
、
こ
の
点
も
あ
る
意
味
で

必
然
的
な
要
請
と
い
え
る
。

　

前
者
の
「
実
行
従
属
性
」
と
後
者
の
「
正
犯
行
為
時
と
未
遂
犯
成
立
時
の
分
離
」
と
は
、
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
背
反
す
る
二

者
択
一
の
関
係
で
は
な
く
、
正
犯
行
為
と
実
行
行
為
の
分
裂
が
も
た
ら
す
そ
れ
ぞ
れ
の
局
面
と
し
て
、
い
わ
ば
形
式
と
実
質
の
関
係
に

あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
こ
の
点
は
、
平
野
説
に
お
い
て
も
意
識
さ
れ
て
お
り
、
実
行
従
属
性
に
関
す
る
共
犯
独
立
性
説
と

共
犯
従
属
性
説
の
対
立
に
つ
い
て
、「
正
犯
の
実
行
の
着
手
は
、
単
な
る
因
果
関
係
の
進
行
の
過
程
の
一
段
階
で
は
な
く
、
結
果
発
生

の
具
体
的
危
険
の
発
生
で
あ
る
と
い
う
実
質
的
な
点
か
ら
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
未
遂
を
処
罰
す
る
の
は
︑
そ
の
行
為
が
行
為

者
の
危
険
性
あ
る
い
は
反
道
義
性
の
定
型
的
徴
表
だ
か
ら
で
は
な
く
、
結
果
発
生
の
具
体
的
危
険
性
が
発
生
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
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だ
と
す
る
と
、
正
犯
が
実
行
に
着
手
し
た
こ
と
を
条
件
と
し
て
処
罰
す
る
の
は
︑
結
果
の
発
生
を
ま
っ
て
処
罰
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
︑

不
当
で
な
い
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
当
然
で
あ
（
（
（

る
。」
と
論
述
さ
れ
て
お
り
、
共
犯
従
属
性
説
を
前
提
に
し
て
実
行
従
属
性
を
肯
定
す

る
と
き
、
そ
れ
を
実
質
的
に
根
拠
づ
け
る
の
は
、「
結
果
発
生
の
具
体
的
危
険
性
」
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
実
行
従

属
性
が
形
式
、
実
行
の
着
手
が
実
質
と
い
う
「
形
式
と
実
質
」
の
関
係
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

　

た
だ
こ
こ
で
、
平
野
説
に
つ
い
て
︑
一
つ
の
疑
問
が
わ
い
て
く
る
。
直
接
の
単
独
正
犯
の
場
合
、
正
犯
行
為
を
も
っ
て
直
ち
に
未
遂

犯
が
成
立
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
正
犯
行
為
の
後
、「
結
果
発
生
の
具
体
的
危
険
性
」
が
発
生
す
る
実
行
の
着
手
が
認
め
ら
れ
る
と
き

に
未
遂
犯
と
し
て
可
罰
性
の
段
階
に
至
っ
た
も
の
と
構
成
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
共
謀
共
同
正
犯
の
場
合
に
も
同
じ
く
、
正
犯
行
為
を
も

っ
て
直
ち
に
未
遂
犯
が
成
立
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
正
犯
行
為
の
後
、「
結
果
発
生
の
具
体
的
危
険
性
」
が
発
生
す
る
実
行
の
着
手
が

認
め
ら
れ
る
と
き
に
未
遂
犯
と
し
て
の
可
罰
性
の
段
階
に
至
っ
た
と
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
共
謀
者
の
誰
か
が
実
行
行
為

（
こ
れ
は
同
時
に
正
犯
行
為
で
も
あ
る
）
を
行
っ
た
と
き
で
は
な
く
、
実
行
行
為
（
正
犯
行
為
）
の
後
、「
結
果
発
生
の
具
体
的
危
険

性
」
が
発
生
す
る
と
き
に
共
謀
共
同
正
犯
の
未
遂
犯
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
論
理
必
然
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ

ば
、「
共
謀
者
の
誰
か
が
現
実
に
実
行
行
為
を
し
た
こ
と
が
、
共
謀
共
同
正
犯
成
立
の
要
件
に
な
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
「
実
行
従
属

性
」
の
語
よ
り
も
、
精
確
に
は
、「
共
謀
者
の
誰
か
の
（
正
犯
）
行
為
が
現
実
に
実
行
の
着
手
と
認
め
ら
れ
る
段
階
に
至
っ
た
こ
と

が
、
共
謀
共
同
正
犯
成
立
の
要
件
に
な
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
は
ず
な
の
で
、
平
野
説
に
お
い
て
は
、「
実
行
の
着
手
従

属
性
」
の
語
の
方
が
精
確
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
（
（
（
る
。

　

ま
た
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
正
犯
行
為
と
実
行
行
為
の
分
裂
に
関
す
る
平
野
氏
の
用
語
に
つ
い
て
若
干
疑
問
が
あ
る
の
で
、
付
言
し

て
お
き
た
い
。
平
野
氏
は
、
こ
れ
を
「
正
犯
概
念
と
実
行
概
念
の
分
（
（
（
裂
」
と
し
、
後
に
「
正
犯
行
為
と
実
行
行
為
の
分
離
・
分
（
（1
（
裂
」
と

し
て
い
る
。
す
で
に
紹
介
し
た
氏
の
論
述
を
考
慮
す
る
と
、
双
方
は
同
一
・
同
義
の
現
象
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
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か
し
、
私
見
に
よ
れ
ば
、「
正
犯
行
為
と
実
行
行
為
の
分
離
・
分
裂
」
は
、「
正
犯
行
為
は
実
行
行
為
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
」、
具

体
的
に
は
、「
正
犯
性
が
認
め
ら
れ
る
に
は
、
正
犯
者
は
実
行
行
為
を
分
担･

遂
行
す
る
必
要
が
あ
る
か
」
と
い
う
、
正
犯
行
為
と
実

行
行
為
の
関
係
を
問
わ
れ
た
と
き
に
選
択
さ
れ
る
一
つ
の
立
場
決
定
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
犯
罪
法
律
要
件
に
該
当
す
る
行
為
（
正

犯
行
為･
実
行
行
為
）
の
如
何
に
関
す
る
見
解
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、「
正
犯
概
念
と
実
行
概
念
の
分
裂
」
は
、「
正
犯
性
は

実
行
性
と
等
値･
同
義
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
」
と
い
う
、
正
犯
性
の
概
念
と
実
行
性
の
概
念
の
関
係
を
問
わ
れ
た
と
き
に
選
択
さ

れ
る
一
つ
の
立
場
決
定
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
犯
罪
法
律
要
件
に
該
当
す
る
犯
罪
関
与
形
態
（
正
犯
・
実
行
）
の
如
何
に
関
す
る
見

解
の
一
つ
で
あ
る
。
後
者
に
は
、
前
者
の
「
正
犯
性
が
認
め
ら
れ
る
に
は
、
正
犯
者
は
『
実
行
行
為
』
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
か
」
と
い
う
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
正
犯
性
が
認
め
ら
れ
る
に
は
、
正
犯
者
は
『
犯
罪
』

を
実
行
し
た
と
い
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
」
と
い
う
問
題
も
含
ま
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
が
「
正
犯
性
と
実
行
行
為
性
の

同
義
／
分
離
」
を
問
う
比
較
的
狭
い
問
題
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
「
正
犯
性
と
犯
罪
実
行
性
の
同
義
／
分
離
」
を
問
う
比
較
的
広

い
問
題
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
実
行
行
為
遊
離
論
を
採
り
、
実
行
行
為
に
代
わ
る
正
犯
性
の
基
軸
要
素
を
考
究
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
部
実

行
全
部
責
任
の
法
理
が
共
謀
共
同
正
犯
を
軸
に
し
た
共
同
正
犯
の
処
罰
根
拠
論
へ
と
収
斂
し
て
い
く
こ
と
を
意
味
す
る
。
一
部
実
行
全

部
責
任
の
法
理
は
、
共
同
者
が
少
な
く
と
も
実
行
行
為
の
一
部
を
分
担
す
る
実
行
共
同
正
犯
を
根
拠
づ
け
る
原
理
で
あ
る
が
、
共
謀
共

同
正
犯
の
理
論
を
肯
定
す
る
以
上
、
実
行
共
同
正
犯
と
共
謀
共
同
正
犯
の
双
方
を
包
摂
す
る
共
同
正
犯
の
処
罰
根
拠
論
が
展
開
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
実
行
行
為
の
一
部･

全
部
を
分
担
す
る
実
行
共
同
正
犯
の
正
犯
性
よ
り
も
広
く
、
実
行
行
為
を
全
く
分

担
し
な
い
単
な
る
共
謀
者
の
正
犯
性
を
も
積
極
的
に
根
拠
づ
け
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
実
行
共
同
正
犯
と
共
謀
共
同
正
犯
と
を
包
摂
す

る
共
同
正
犯
の
正
犯
性
を
根
拠
づ
け
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
は
、
ま
さ
に
広
く
共
同
正
犯
の
処
罰
根
拠
論
へ
と
収
斂
さ
れ
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る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
（
（1
（
る
。
こ
う
し
た
認
識
は
、
学
説
に
お
い
て
既
に
定
着
し
つ
つ
あ
り
、
準
実
行
共
同
正
犯
説
に
お
い
て
も
前
提
と

な
っ
て
い
（
（1
（

る
。

　

②　

実
行
の
着
手･

実
行
行
為　
　

平
野
説
に
お
い
て
は
、
実
行
行
為
概
念
は
、
実
行
の
着
手
を
確
定
し
、
処
罰
を
画
定
・
確
定
す

る
概
念
と
し
て
構
想
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
は
、「
も
と
も
と
実
行
の
着
手
と
い
う
概
念
は
、
そ
の
段
階
に
き
た
と
き
に
処
罰
す
る
と

い
う
段
階
を
画
す
る
概
念
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
正
犯
行
為
と
一
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
論
理
的
な
必
然
性
は
な
い
。
正
犯
行
為
が

行
な
わ
れ
て
も
未
遂
と
し
て
の
処
罰
に
価
す
る
危
険
性
が
発
生
し
な
い
か
ぎ
り
処
罰
し
な
い
と
い
う
態
度
を
と
る
こ
と
も
十
分
可
能
な

は
ず
で
あ
る
。
逆
に
正
犯
者
で
な
い
者
の
行
為
が
実
行
行
為
だ
と
い
う
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
実
行
行
為
と
は
こ
の
よ
う

な
処
罰
に
価
す
る
危
険
の
発
生
を
伴
う
行
為
を
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
（
（1
（
る
。」
と
い
う
論
述
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
。
し
か
も
、
平
野
説
に
お
い
て
は
、
正
犯
行
為
は
正
犯
と
し
て
の
処
罰
に
価
す
る
行
為
で
あ
り
、「
刑
法
的
非
難
の
根
拠
」
と
な
る

行
為
で
あ
る
の
に
対
し
、
正
犯
行
為
か
ら
分
離
さ
れ
た
実
行
行
為
は
、
共
謀
共
同
正
犯
が
処
罰
の
段
階
に
入
っ
た
こ
と
を
画
す
る
可
罰

性
画
定
機
能
が
担
わ
さ
れ
た
行
為
で
あ
り
、「
刑
法
的
非
難
の
契
機
」
と
な
る
行
為
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
平
野
説
に

あ
っ
て
は
、
こ
う
し
た
構
想
が
、
共
同
正
犯
・
共
犯
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、
原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
、
間
接
正
犯
・
離
隔
犯
に

お
い
て
も
妥
当
す
る
一
般
的
な
構
想
と
し
て
理
論
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
（
（1
（
る
。

　

こ
こ
で
、
平
野
説
に
つ
い
て
︑
一
つ
の
観
念
が
浮
上
し
て
く
る
。
平
野
説
に
お
い
て
は
、
実
行
行
為
と
は
「
処
罰
に
価
す
る
危
険
の

発
生
を
伴
う
行
為
」
で
あ
り
、
そ
の
開
始
で
あ
る
実
行
の
着
手
に
お
い
て
は
、「
処
罰
に
価
す
る
危
険
」
の
発
生
を
確
認
し
、
未
遂
と

し
て
の
処
罰
の
段
階
に
至
っ
た
こ
と
を
画
定
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
可
罰
性
画
定
機
能
を
担
っ
て

い
る
の
は
、
実
行
行
為
そ
れ
自
体
と
い
う
よ
り
も
、
よ
り
厳
密
に
は
、
実
行
の
着
手
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
い
う
意
味

は
、
可
罰
性
画
定
機
能
は
、
確
か
に
、
そ
れ
が
人
間
（
正
犯
者
・
被
利
用
者
）
の
行
為
で
あ
る
と
き
は
「
実
行
行
為
」
と
し
て
そ
の
機
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能
を
発
揮
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
人
間
の
行
為
に
限
ら
れ
る
必
然
性
は
な
く
、
人
間
で
な
い
動
物
・
物
・
自
然
現
象
な
ど
で
あ
っ

て
も
、
そ
れ
が
正
犯
行
為
に
帰
属
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
実
行
の
着
手
が
認
め
ら
れ
て
、
そ
の
機
能
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る

か
ら
で
あ
る
。

　

平
野
説
も
、
実
行
の
着
手
が
認
め
ら
れ
る
の
は
人
間
の
行
為
で
あ
る
実
行
行
為
に
限
定
さ
れ
る
と
す
る
趣
旨
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

例
え
ば
、
訓
練
し
た
自
分
の
犬
を
使
っ
て
他
人
の
財
物
を
盗
っ
て
こ
さ
せ
る
場
合
に
、
そ
の
飼
犬
に
「
盗
っ
て
こ
い
」
と
指
示
す
る
行

為
だ
け
で
窃
盗
罪
の
未
遂
犯
が
成
立
す
る
と
す
る
の
は
、
平
野
説
が
、「
間
接
正
犯
の
と
き
に
は
、
責
任
能
力
の
な
い
子
供
に
対
し
て

『
盗
っ
て
こ
い
』
と
い
う
行
為
だ
け
で
未
遂
が
成
立
す
る
と
す
る
の
は
、
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
な
（
（1
（
い
」
と
論
述
し
て
い
る
こ
と
か
ら

も
、
認
め
ら
れ
な
い
帰
結
で
あ
っ
て
、
実
行
の
着
手
は
他
人
の
財
物
を
侵
害
す
る
具
体
的
な
危
険
が
発
生
す
る
時
点
、
つ
ま
り
、
飼
犬

が
財
物
に
近
づ
い
て
盗
ろ
う
と
し
た
時
点
と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
実
行
の
着
手
は
、
そ
れ
が
人
間
の
行
為

に
認
め
ら
れ
る
と
き
は
ま
さ
に
「
実
行
行
為
」
で
あ
る
が
、
そ
う
で
な
い
動
物
・
物
・
自
然
現
象
な
ど
に
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
れ

と
区
別
す
る
た
め
に
、「
実
行
状
態
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
実
行
の
着
手
が
認
め
ら
れ
る
事
態
に
は
、「
実
行
行

為
」
と
「
実
行
状
態
」
の
双
方
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
平
野
説
の
構
想
は
、「
正
犯
行
為
と
実
行
行
為
の
分
裂
」

で
も
よ
い
の
で
あ
る
が
、
よ
り
精
確
に
は
、「
正
犯
行
為
と
実
行
の
着
手
の
分
裂
」
と
い
う
構
想
と
し
て
観
念
し
た
方
が
よ
り
厳
密
で

は
な
い
か
と
考
え
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
平
野
説
の
よ
う
に
「
正
犯
行
為
と
実
行
行
為
（
実
行
の
着
手
）
の
分
離
・
分
裂
」
と
い
う
構
想
を
採
ら
な
い

で
、「
正
犯
行
為
・
実
行
行
為
と
具
体
的
・
現
実
的
な
危
険
結
果
（
未
遂
結
果
）
と
の
分
離
・
分
（
（1
（
裂
」
と
い
う
構
想
を
採
っ
た
と
し
て

も
、
未
遂
犯
に
も
実
行
行
為
と
は
別
の
次
元
で
の
未
遂
結
果
（
危
険
結
果
）
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
結
果
説
の
構
想
は
、

学
説
に
お
い
て
も
定
着
し
つ
つ
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
準
実
行
共
同
正
犯
説
の
論
者
に
お
い
て
も
支
持
さ
れ
て
い
（
（1
（
る
。
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③　

正
犯
性
・
共
犯
性
の
同
質
性　
　

平
野
説
に
あ
っ
て
は
、（
共
同
）
正
犯
と
は
「
重
い
処
罰
に
価
す
る
者
」、
共
犯
（
教
唆
・
幇

助
）
と
は
「
正
犯
よ
り
軽
い
処
罰
に
価
す
る
者
」
と
解
さ
れ
、「
処
罰
の
重
・
軽
」
に
よ
っ
て
正
犯
と
共
犯
が
区
分
さ
れ
て
お
り
、
共

同
正
犯
の
正
犯
性
と
共
犯
の
共
犯
性
と
は
同
じ
性
質
で
あ
り
、
同
一
線
上
に
位
置
す
る
質
的
連
続
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

平
野
説
に
よ
れ
ば
、
正
犯
か
共
犯
か
は
「
重
い
処
罰
・
軽
い
処
罰
」
と
い
う
量
的
相
違
に
基
づ
く
可
罰
的
な
類
型
の
差
に
す
ぎ
な
い
の

で
あ
っ
て
、
平
野
氏
の
論
述
、
す
な
わ
ち
、「
共
謀
共
同
正
犯
は
実
は
単
な
る
量
刑
問
題
で
あ
り
、
た
だ
正
犯
と
い
う
名
前
を
与
え
る

か
与
え
な
い
か
だ
け
の
争
い
だ
と
さ
え
い
え
（
（1
（
る
」
と
い
う
論
述
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
を
簡
潔
か
つ
象
徴
的
に
表
現
し
た
も
の
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。

　

た
だ
、
こ
の
点
の
平
野
説
に
つ
い
て
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
点
を
論
述
し
た
論
文
「
正
犯
と
実
行
」
が
は
じ
め
て

発
表
さ
れ
た
の
は
一
九
六
八
（
（1
（
年
で
、
し
か
も
、「
判
例
の
認
め
る
共
謀
共
同
正
犯
の
理
論
」
と
し
て
論
述
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
そ
の

後
に
開
始
さ
れ
た
法
学
セ
ミ
ナ
ー
連
載
の
「
刑
法
の
基
（
（2
（
礎
」
及
び
一
九
七
五
年
公
刊
の
刑
法
総
論
の
基
本
（
（2
（
書
に
は
、
こ
の
点
の
明
確
な

論
述
が
み
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
、「
正
犯
」
と
い
う
名
称
は
「
単
な
る
形
式
的
な
行
為
の
枠
を
示
す
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
犯
罪
の

『
主
犯
』
で
あ
る
と
い
う
実
質
的
な
評
価
も
含
ん
で
い
（
（2
（
る
。」
と
の
論
述
も
み
ら
れ
、
正
犯
と
共
犯
の
質
的
な
相
違
を
も
認
め
て
い
る
の

で
は
な
い
か
、
し
た
が
っ
て
、「
処
罰
の
重
・
軽
に
よ
る
正
犯
と
共
犯
の
区
分
」
の
構
想
は
平
野
説
の
見
解
で
は
な
く
、
判
例
を
分
析

し
た
結
果
の
見
解
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
理
解
も
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。

　

確
か
に
、
平
野
説
も
、
現
行
刑
法
に
お
い
て
は
「
統
一
的
正
犯
概
念
」
は
採
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、「
正
犯
・
共
同
正
犯･

教
唆
犯
・

幇
助
犯
と
い
う
個
々
の
行
為
態
様
を
規
定
し
、
か
つ
個
別
的
に
処
罰
規
定
」
を
お
く
「
個
別
的
方
法
」
が
採
ら
れ
、
そ
の
場
合
で
も
、

「
正
犯
は
、
そ
れ
だ
け
が
本
来
処
罰
に
価
す
る
も
の
と
し
て
、
一
定
の
概
念
内
容
」
を
有
し
て
い
る
限
縮
的
正
犯
概
念
が
採
ら
れ
て
い

る
、
教
唆
犯･

幇
助
犯
の
規
定
は
、「
一
定
の
犯
罪
に
つ
い
て
、
と
く
に
処
罰
範
囲
を
拡
張
し
た
も
の
」
と
す
る
犯
罪
（
刑
罰
）
拡
張



97 共謀共同正犯における「重要な役割説」の検討（関　哲夫）

事
由
と
解
す
る
の
が
「
伝
統
的
な
考
え
方
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
︑
処
罰
の
範
囲
を
慎
重
に
し
明
確
に
す
る
と
い
う
点
で
︑
長
所
を
持

っ
て
い
（
（2
（

る
。」
と
い
う
理
解
も
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
論
述
す
る
平
野
氏
は
︑
続
け
て
、「
た
だ
、
こ

の
正
犯
・
教
唆
犯･

幇
助
犯
と
い
う
分
け
方
が
、
実
質
的
に
み
て
、
現
代
の
共
働
現
象
を
捉
え
る
の
に
適
当
な
分
け
方
で
あ
る
か
に
は

問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
統
一
的
正
犯
概
念
、
拡
張
的
正
犯
概
念
あ
る
い
は
…
…
共
謀
共
同
正
犯
概
念
も
、
こ
の
限
縮
的
正
犯
概

念
の
も
つ
問
題
性
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
︑
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
（
（2
（

る
。」
と
論
述
し
て
、
限
縮
的
正
犯
概
念
へ
の
疑
念
を

明
ら
か
に
し
、
統
一
的
正
犯
概
念
へ
の
強
い
志
向
を
表
明
し
て
い
る
。
ま
た
、
正
犯
も
共
犯
も
「
自
己
の
行
為
お
よ
び
こ
れ
に
よ
っ
て

生
じ
た
結
果
に
つ
い
て
罪
責
を
問
わ
れ
る
」
の
で
あ
っ
て
、
他
の
共
同
者
の
心
理
を
通
じ
て
そ
の
行
為
に
影
響
を
与
え
、「
そ
の
行
為

お
よ
び
結
果
に
対
し
て
因
果
関
係
を
及
ぼ
し
た
」
の
で
あ
っ
て
、
他
人
の
行
為
の
罪
責
を
問
わ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
「
個
人
責
任

の
原
則
上
当
然
の
こ
と
で
あ
（
（2
（
る
。」
と
確
認
し
て
、
因
果
論
的
思
考
に
よ
る
個
人
責
任
の
原
則
を
基
軸
に
し
た
理
論
構
成
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
平
野
説
が
、
共
同
正
犯
の
正
犯
性
と
共
犯
の
共
犯
性
と
は
同
じ
性
質
の
も
の
で
、
同
一
線
上
に
位
置
す
る

質
的
連
続
性
を
認
め
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
（
（2
（
る
。

　

共
謀
共
同
正
犯
の
共
犯
性
と
正
犯
性
の
同
質
性
・
連
続
性
は
、
そ
の
是
非
は
一
応
措
く
と
し
て
、
平
野
説
を
特
徴
づ
け
る
も
の
で
あ

る
と
と
も
に
、
準
実
行
共
同
正
犯
説
の
論
者
へ
と
引
き
継
が
れ
て
い
る
特
徴
で
も
あ
（
（2
（
る
。

　

④　

統
一
的
正
犯
概
念　
　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
平
野
説
に
お
い
て
は
、（
共
同
）
正
犯
と
は
「
重
い
処
罰
に
価
す
る
者
」、
共
犯

（
教
唆
・
幇
助
）
と
は
「
正
犯
よ
り
軽
い
処
罰
に
価
す
る
者
」
で
あ
り
、「
処
罰
の
重
・
軽
」
に
よ
っ
て
正
犯
と
共
犯
が
区
別
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
、
共
同
正
犯
の
正
犯
性
と
共
犯
の
共
犯
性
と
は
同
一
線
上
に
位
置
す
る
質
的
連
続
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
理
解
が
正

し
い
と
す
る
と
、
平
野
説
が
統
一
的
正
犯
概
念
（
私
見
で
い
う
統
一
的
正
犯
方
式
）
を
強
く
志
向
す
る
の
も
ま
た
当
然
と
い
え
る
。

　

た
だ
、
私
見
の
理
解
に
よ
る
と
、
平
野
氏
は
「
統
一
的
正
犯
概
念
」
と
い
う
語
を
使
っ
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
重
点
は
、「
正
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犯
・
共
犯
の
名
前
・
類
別
」
に
は
な
く
、
む
し
ろ
「
同
一
法
定
刑
の
範
囲
内
で
の
量
刑
」
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
具
体
的
に
い
う

と
、
平
野
説
の
い
う
「
統
一
的
正
犯
概
念
」
は
、「
犯
罪
の
実
現
に
関
与
し
、
そ
の
実
現
に
何
ら
か
の
寄
与
を
し
た
者
は
す
べ
て
同
じ

法
定
刑
の
範
囲
で
量
定
」
す
る
こ
と
に
そ
の
軸
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、「
犯
罪
の
実
現
に
関
与
し
、
そ
の
実
現
に
何
ら
か
の
寄
与
を
し

た
者
を
す
べ
て
正
犯
と
す
る
か
、
共
犯
と
す
る
か
」
に
軸
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
平
野
氏
自
身
が
、

「
共
犯
者
全
体
に
つ
い
て
同
じ
法
定
刑
の
範
囲
内
で
適
当
な
量
刑
を
し
、
必
要
が
あ
れ
ば
、
共
犯
者
の
う
ち
ど
れ
か
に
つ
い
て
刑
を
加

重
し
ま
た
は
減
軽
す
る
こ
と
が
で
き
（
（2
（
る
」
と
論
述
し
て
い
る
し
、
ま
た
、「
わ
が
国
の
法
定
刑
の
上
限
は
高
い
の
で
、
加
重
規
定
は
必

要
で
な
い
だ
ろ
（
（2
（
う
。」
と
い
う
認
識
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
古
典
的
な
正
犯
＝
実
行
概
念
で
す
べ
て
を

解
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
だ
け
は
た
し
か
で
あ
（
（3
（
る
」
と
の
認
識
を
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
で
あ
ろ
う
。

平
野
説
に
と
っ
て
、「
同
一
法
定
刑
範
囲
で
の
量
定
⇒
必
要
な
場
合
は
刑
の
任
意
的
加
重
・
減
軽
」
と
い
う
「
量
刑
問
題
」
こ
そ
が
重

要
で
あ
っ
て
、「
正
犯
」
ベ
ー
ス
の
「
統
一
的
正
犯
概
念
（
統
一
的
正
犯
方
式
）」
と
、「
共
犯
」
ベ
ー
ス
の
「
統
一
的
共
犯
概
念
（
統

一
的
共
犯
方
式
）」
の
い
ず
れ
が
妥
当
な
の
か
は
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
で
あ
り
、「
正
犯
」・「
共
犯
」
は
形
式
的
類
型
に
付
さ
れ
た
「
名

前
」
と
い
う
仮
象
問
題
に
す
ぎ
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

⑤　

共
謀
共
同
正
犯
の
正
犯
性
・
共
犯
性　
　

先
に
紹
介
し
た
平
野
氏
の
論
述
か
ら
も
お
分
か
り
の
よ
う
に
、
同
氏
に
あ
っ
て
は
、

共
謀
共
同
正
犯
の
正
犯
性
に
紙
幅
が
費
や
さ
れ
て
お
り
、
共
犯
性
に
つ
い
て
の
論
述
が
必
ず
し
も
多
く
な
い
。
そ
の
た
め
、
平
野
氏

が
、
共
謀
共
同
正
犯
の
共
犯
性
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
の
か
を
知
る
の
は
難
し
い
。
そ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
、
平
野
説
が

共
謀
共
同
正
犯
の
共
犯
性
を
否
定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
共
謀
共
同
正
犯
の
正
犯
性
と
共
犯
性
と
が
渾
然
一
体

と
な
っ
て
結
合
し
て
い
る
と
把
握
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
、
共
犯
性
そ
の
も
の
の
内
容
が
必
ず
し
も
鮮
明
に
な
っ
て

い
な
い
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
私
見
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
平
野
説
は
、
そ
れ
で
も
、
共
謀
共
同
正
犯
の
共
犯
性
を
実
行
行
為
の
共
同
性
に
看
取
し
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
を
平
野
氏
の
論
述
を
借
り
て
説
明
す
る
な
ら
、「
共
謀
共
同
正
犯
は
︑
共
謀
者
の
あ
る
者
が
『
共
同
の
意

思
』
に
基
づ
い
て
実
行
し
た
場
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
り
、「
実
行
行
為
を
し
な
か
っ
た
者
も
︑
共
同
の
意
思
に
参
与
し

て
」
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
（
（3
（

い
と
こ
ろ
、
単
な
る
共
謀
者
が
「
自
ら
直
接
実
行
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
共
同
正
犯
と
い
い
う
る
た
め
に

は
、
そ
の
実
行
行
為
が
、『
共
同
の
も
の
』
で
あ
る
こ
と
、
い
い
か
え
る
と
、
直
接
実
行
し
な
い
者
に
と
っ
て
も
『
自
己
の
も
の
』
で

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
（
（3
（
い
」、
そ
の
場
合
の
「
共
同
の
意
思
」
は
、「
現
実
に
は
、
話
し
合
い
の
過
程
で
︑
お
互

い
に
影
響
し
あ
っ
て
次
第
に
犯
意
が
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
」
と
い
う
、
い
わ
ば
「
相
互
教
唆
・
相
互
精
神
的
幇
助
の
複
合
し
た
形
態
」
を

と
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
こ
の
実
態
を
捉
え
る
た
め
に
は
「
共
謀
」
と
い
う
概
念
が
よ
り
適
し
て
い
（
（3
（
る
、「
問
題
は
そ
の
心
理
的
な
影

響
が
大
き
い
と
き
は
、
客
観
的
な
実
行
行
為
は
Ｂ
だ
け
が
行
な
っ
た
場
合
で
も
、
な
お
そ
の
行
為
は
実
質
的
に
見
て
、
Ａ
Ｂ
共
同
の
も

の
で
あ
る
と
し
、
Ａ
を
共
同
正
犯
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
に
あ
る
。
共
謀
共
同
正
犯
論
は
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
」
の
で
あ
り
、

「
Ａ
と
Ｂ
と
が
心
理
的
に
強
く
む
す
び
つ
い
て
い
る
と
き
、
Ｂ
の
行
為
が
Ａ
Ｂ
『
共
同
の
も
の
』
と
考
え
る
こ
と
も
全
く
不
可
能
で
は

な
い
で
あ
ろ
（
（3
（
う
。」
と
要
約
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

た
だ
、
こ
こ
で
、
一
つ
の
疑
問
が
わ
い
て
く
る
。
ま
ず
、「
相
互
教
唆
・
相
互
精
神
的
幇
助
の
複
合
し
た
形
態
を
採
る
心
理
的
な
結

び
つ
き
⇒
共
同
の
意
思
⇒
実
行
行
為
の
共
同
性
」
と
い
う
構
想
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
心
理
的
な
結
び
つ
き
が
存
在
す
る

と
、
な
ぜ
犯
罪
行
為
が
「
共
同
の
も
の
」
と
な
る
の
か
、「
共
同
の
意
思
⇒
共
同
性
」
の
過
程
が
説
明
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か

と
い
う
疑
問
が
わ
い
て
く
る
の
で
あ
（
（3
（
る
。
ま
た
、
こ
の
疑
問
に
関
連
す
る
が
、
平
野
説
が
個
人
責
任
の
原
則
に
基
づ
く
因
果
論
的
思
考

を
標
榜
し
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
う
す
る
と
、
そ
れ
を
控
除
し
た
と
き
に
残
る
「
共
同
性
に
基
づ
く

共
犯
性
」
は
、
平
野
説
に
お
い
て
は
、
ど
こ
に
看
取
さ
れ
、
ど
こ
か
ら
生
じ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
と
も
、
そ
れ
を
控
除
し
た
と
き
に
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は
、「
共
同
性
に
基
づ
く
共
犯
性
」
も
と
も
に
控
除
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
平
野
説
は
、「
共
同
の
意
思
」
は
共
謀
（
行
為
）

と
い
う
「
相
互
教
唆
・
相
互
精
神
的
幇
助
の
複
合
し
た
形
態
」
と
し
て
生
じ
る
こ
と
が
多
い
と
指
摘
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
互
い

に
教
唆
し
、
互
い
に
精
神
的
な
幇
助
を
し
合
う
と
い
う
渾
然
一
体
の
事
象
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
個
人
責
任
の
原
則
か
ら
説
明

で
き
な
い
も
の
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
平
野
説
に
お
い
て
、
共
謀
共
同
正
犯
に
お
け
る
「
共
同
性
に
基
づ
く
共
犯
性
」

は
一
体
ど
こ
か
ら
生
じ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
も
、「
相
互
教
唆
」・「
相
互
心
理
的
幇
助
」
を
い
く
ら
混
合
結
合

さ
せ
て
も
、
そ
れ
は
共
犯
性
の
範
疇
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
を
い
く
ら
積
み
上
げ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
正
犯
性
へ

の
質
的
転
換
を
遂
げ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
す
る
と
、
平
野
説
に
お
い
て
、
共
犯
性
の
上
に
の
っ
て
い
る
正
犯
性
は
何
に
求
め
ら
れ

て
い
る
の
か
、
何
が
正
犯
性
を
根
拠
づ
け
て
い
る
の
（
（3
（
か
。
平
野
説
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
点
の
明
確
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は

な
い
か
と
い
う
疑
問
が
わ
い
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
平
野
説
に
あ
っ
て
は
、
共
謀
共
同
正
犯
の
正
犯
行
為
は
正
犯
性
に
配
置
さ
れ
、
実
行
行
為
は
共
謀
共
同
正
犯
の

可
罰
性
の
段
階
を
画
す
る
概
念
と
し
て
、
形
式
的
に
は
共
犯
性
（
実
行
従
属
性
）
に
︑
実
質
的
に
は
犯
罪
結
果
発
生
の
具
体
的
危
険
性

（
実
行
の
着
手
）
に
配
属
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
共
謀
共
同
正
犯
の
正
犯
性
と
共

犯
性
が
渾
然
一
体
に
結
合
し
た
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
区
別
は
鮮
明
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
。

　

⑥　

重
要
な
役
割
論　
　

平
野
説
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
「
重
要
な
役
割
説
」
に
分
類
す
る
論
者
も
散
見
さ
れ
（
（3
（
る
こ
と
か
ら
も
明
ら

か
な
よ
う
に
、「
重
要
な
役
割
」
は
平
野
説
の
特
徴
を
象
徴
す
る
用
語
と
な
っ
て
い
る
。
本
稿
が
、
平
野
説
を
「
重
要
な
役
割
説
」
と

し
た
こ
と
の
所
以
は
こ
こ
に
あ
る
。

　

平
野
説
に
あ
っ
て
は
、
共
謀
共
同
正
犯
の
理
論
に
お
け
る
実
質
的
評
価
機
能
、
実
質
的
価
値
観
点
が
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
て
い
る
の

は
、
す
で
に
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
共
謀
共
同
正
犯
は
、
単
に
意
思
を
疎
通
さ
せ
た
だ
け
で
な
く
、
実
行
行
為
が
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『
共
同
の
意
思
に
も
と
づ
く
』
も
の
と
い
え
る
よ
う
な
『
意
思
方
向
』
を
持
つ
者
に
限
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
『
意
思

方
向
』
は
、
単
に
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
犯
罪
の
遂
行
に
客
観
的
に
重
要
な
影
響
力
を
持
つ
も
（
（3
（

の
」
で
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
そ
の
意
味
で
、「『
正
犯
』
と
い
う
『
名
』
は
、
単
な
る
形
式
的
な
行
為
の
枠
を
示
す
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
犯
罪
の
『
主
犯
』
で

あ
る
と
い
う
実
質
的
な
評
価
」
も
含
ん
で
お
り
、「
こ
の
評
価
機
能
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
（
（3
（

い
」
の
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
、
Ａ
と

Ｂ
が
、
夜
、
Ｘ
の
家
に
侵
入
し
、
Ａ
が
暴
行
・
脅
迫
を
行
い
、
Ｂ
が
財
物
を
奪
取
し
て
強
盗
を
遂
行
し
た
場
合
に
、「
Ｃ
も
と
も
に
侵

入
し
て
懐
中
電
灯
で
照
ら
し
て
い
た
と
き
」、
Ｃ
は
幇
助
犯
で
は
な
く
共
同
正
犯
だ
と
す
る
見
解
が
多
い
が
、
こ
こ
で
は
、「
す
で
に
Ｃ

の
行
為
が
︑
当
該
犯
罪
の
遂
行
に
︑
実
質
的
、
客
観
的
に
必
要
な
、
あ
る
い
は
重
要
な
役
割
を
い
と
な
ん
で
い
る
と
い
う
実
質
的
な
観

点
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ
て
い
（
（4
（
る
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、「
背
後
に
い
て
犯
罪
計
画
を
立
案
し
実
行
行
為

を
指
示
し
た
者
」⇒「
犯
罪
の
実
現
に
と
っ
て
実
行
分
担
者
と
実
質
的
に
同
等
以
上
の
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
者
」
⇒
「
正
犯
と
い

う
重
い
処
罰
に
価
す
る
者
」
と
い
う
構
造
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

平
野
説
に
お
い
て
、
共
謀
共
同
正
犯
の
正
犯
性
を
根
拠
づ
け
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
「
重
要
な
役
割
」「
重
要
な
影
響
力
」
と
い
う

の
は
、
そ
の
因
果
論
的
な
思
考
法
か
ら
い
っ
て
、
共
謀
者
が
他
の
共
謀
者
の
心
理
を
通
じ
て
そ
の
行
為
に
影
響
を
与
え
、
そ
の
行
為
お

よ
び
結
果
に
対
し
て
因
果
関
係
を
及
ぼ
し
（
（4
（
た
こ
と
、
言
い
換
え
る
と
、
他
の
正
犯
者
の
心
理
を
通
じ
て
間
接
に
犯
罪
の
遂
行
に
大
き
な

実
質
的
役
割
を
果
た
し
（
（4
（
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
因
果
論
的
な
思
考
法
を
貫
徹
す
る
と
、
正
犯
と
共
犯
の

質
的
相
違
は
見
出
す
こ
と
は
で
き
ず
、
お
よ
そ
量
的
な
相
違
、
程
度
の
相
違
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
点
は
、
平
野
説
が
正
犯
と

共
犯
の
質
的
同
一
性
を
認
め
て
い
る
こ
と
と
相
応
す
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
正
犯
と
共
犯
の
区
別
の
明
確
性
が
減
殺
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
の
は
避
け
ら
れ
な
い
。
こ
の
点
は
、「『
重
要
な
役
割
』
と
い
う
規
範
的
な
要
件
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
明
確
で
な
く
、
主
観
的

な
恣
意
的
判
断
を
許
す
。
と
う
て
い
、
実
務
に
お
け
る
弛
緩
し
た
共
謀
共
同
正
犯
の
歯
止
め
と
し
て
有
効
で
は
あ
り
え
な
（
（4
（
い
。」
と
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か
、「
重
要
か
重
要
で
な
い
か
と
い
っ
た
漠
然
と
し
た
基
準
で
は
、
恣
意
的
判
断
に
至
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
（
（4
（
う
。」
と
批
判
さ
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
し
、「
こ
の
よ
う
な
評
価
概
念
を
導
入
す
る
の
は
相
当
で
な
（
（4
（

い
」
と
し
て
躊
躇
さ
れ
る
基
準
で
も
あ
る
。

　

こ
の
点
は
、
平
野
説
に
あ
っ
て
も
、「
共
謀
共
同
正
犯
の
内
容
を
ど
の
よ
う
に
し
て
明
確
に
し
、
限
定
す
る
か
」
は
、「
必
ず
し
も
容

易
で
は
な
い
。
共
謀
共
同
正
犯
に
も
種
々
の
態
様
が
あ
り
、
し
か
も
主
観
的
要
素
と
客
観
的
要
素
と
が
か
ら
み
あ
っ
て
い
る
の
で
、
他

の
場
合
の
よ
う
に
そ
の
お
の
お
の
に
つ
い
て
、
要
件
を
明
ら
か
に
し
に
く
い
か
ら
で
あ
（
（4
（

る
。」
と
自
認
さ
れ
て
お
り
、「
共
謀
共
同
正
犯

が
、
一
方
で
は
犯
罪
の
元
兇
を
捉
え
る
機
能
を
持
つ
反
面
、
責
任
の
な
い
者
も
ま
き
込
む
危
険
を
持
つ
、
い
わ
ば
、
両
刃
の
剣
で
あ
る

こ
と
は
、
や
は
り
記
憶
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
（
（4
（
る
。」
と
い
う
論
述
へ
と
結
び
つ
い
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、「
重
要
な
役
割
」
概
念
に
つ
い
て
は
、
準
実
行
共
同
正
犯
説
に
お
い
て
も
、「
犯
罪
の
実
現
に
と
っ
て
実
行
に
準

ず
る
様
な
重
要
な
役
割
」、「
重
要
な
因
果
的
寄
与
」
と
し
て
継
承
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
概
念
の
曖
昧
さ
を
克
服
す
る
た
め
の
努
力
が
な

さ
れ
て
い
（
（4
（
る
。

（
1
）　

平
野
龍
一
・
刑
法
総
論
Ⅱ
（
一
九
七
五
年
）
四
〇
四
頁
。

（
2
）　

平
野
龍
一
・
犯
罪
論
の
諸
問
題

（
一
九
八
一
年
）
一
二
九
頁

（
3
）　

平
野
龍
一
・
注
1
文
献
・
三
一
三
頁
参
照
。

（
4
）　

平
野
龍
一
・
注
1
文
献
・
四
〇
四
頁
。
さ
ら
に
、
平
野
龍
一
「
第
四
章
正
犯
及
び
共
犯
」
改
正
刑
法
準
備
草
案
附
同
理
由
書
（
一
九
六
一
年
）
一

一
三
頁
（「
正
犯
概
念
と
実
行
概
念
と
の
間
に
、
分
裂
が
生
じ
た
」）、
平
野
龍
一
・
注
2
文
献
・
一
二
九
頁
（「
正
犯
行
為
と
実
行
行
為
と
が
分
裂
し
て
い

る
」）、
一
三
三
頁
（「
正
犯
概
念
は
︑
実
行
行
為
の
概
念
と
は
切
り
離
さ
れ
た
も
の
」）
参
照
。

（
5
）　

平
野
龍
一
・
注
1
文
献
・
三
四
五
頁
。

（
6
）　

平
野
龍
一
「
刑
法
の
基
礎
／
第
七
章　

共
犯
／
第
一
節　

共
犯
の
従
属
性
㈠
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
四
一
号
（
一
九
六
七
年
）
三
六
頁
。

（
7
）　

平
野
龍
一
・
注
1
文
献
・
三
四
九
頁
。
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（
8
）　
「
形
式
と
実
質
の
関
係
」
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
や
は
り
中
身
の
実
質
に
重
点
が
移
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
は
︑
法
解
釈
の
一
般
的
傾
向
で
あ
る

し
、
法
的
思
考
の
常
で
あ
る
。（
共
謀
）
共
同
正
犯
に
お
け
る
共
同
者
の
「
一
体
性
」「
共
同
性
」
を
媒
介
に
し
、
共
同
者
全
員
の
関
与
を
一
体
の
も
の
と

し
て
評
価
し
、
通
常
の
単
独
正
犯
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
法
律
要
件
該
当
性
が
肯
定
さ
れ
れ
ば
た
り
る
と
し
、「
結
果
発
生
の
具
体
的
危
険
性
」
と
い
う

実
行
の
着
手
論
、
し
た
が
っ
て
未
遂
犯
論
で
処
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
行
従
属
性
の
問
題
か
ら
解
放
す
る
見
解
と
し
て
、
島
田
聡
一
郎
「
間
接
正
犯
と

共
同
正
犯
」
神
山
敏
雄
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
第
一
巻
（
二
〇
〇
六
年
）
四
六
六
～
四
六
七
頁
、
佐
伯
仁
志
・
刑
法
総
論
の
考
え
方･

楽
し
み
方
（
二
〇

一
三
年
）
三
七
四
頁
、
山
口
厚
・
刑
法
総
論
（
第
三
版
・
二
〇
一
六
年
）
三
三
二
頁
、
橋
爪
隆
・
刑
法
総
論
の
悩
み
ど
こ
ろ
（
二
〇
二
〇
年
）
三
〇
四
～

三
〇
五
頁
参
照
。
た
だ
、
こ
の
見
解
に
い
う
「
一
体
性
」「
共
同
性
」
は
ど
こ
か
ら
生
じ
る
概
念
な
の
か
、
そ
れ
は
縦
型
の
共
謀
共
同
正
犯
に
も
妥
当
す

る
の
か
、「
共
犯
性
」
の
概
念
と
の
相
違
は
ど
の
点
に
あ
る
の
か
、（
共
謀
）
共
同
正
犯
を
正
犯
に
格
上
げ
し
た
「
共
同
意
思
主
体
説
」
の
変
型
で
は
な
い

の
か
な
ど
、
検
討
す
べ
き
点
は
多
い
。

（
9
）　

平
野
龍
一
・
注
4
文
献
・
一
一
三
頁
参
照
。

（
10
）　

平
野
龍
一
・
注
1
文
献
・
四
〇
四
頁
（「
正
犯
行
為
と
実
行
行
為
の
分
離
」）、
平
野
龍
一
・
注
2
文
献
・
一
二
九
頁
、
一
三
〇
頁
（「
正
犯
行
為
と
実

行
行
為
の
分
裂
」）
参
照
。

（
11
）　

関
哲
夫
「
共
謀
共
同
正
犯
に
お
け
る
『
実
質
的
正
犯
性
具
備
説
』
の
検
討
─
─
共
謀
共
同
正
犯
の
「
正
犯
性
」・「
共
犯
性
」
の
一
考
察
㈦
─
─
」
國

學
院
大
學
・
國
學
院
法
學
五
六
巻
二
号
（
二
〇
一
八
年
）
二
八
～
二
九
頁
参
照
。

（
12
）　

西
田
典
之
／
橋
爪
隆
補
訂
・
刑
法
総
論
（
第
三
版
・
二
〇
一
九
年
）
三
七
二
頁
、
橋
爪
隆
・
注
8
文
献
・
三
二
九
頁
参
照
。

（
13
）　

平
野
龍
一
・
注
2
文
献
・
一
三
〇
頁
。

（
14
）　

平
野
龍
一
・
注
2
文
献
・
一
二
九
～
一
三
二
頁
参
照
。

（
15
）　

平
野
龍
一
・
注
2
文
献
・
一
三
一
頁
参
照
。

（
16
）　

例
え
ば
、
曽
根
威
彦
・
刑
法
総
論
（
第
四
版
・
二
〇
〇
八
年
）
二
一
七
頁
、
関
哲
夫
・
講
義
刑
法
総
論
（
第
二
版
・
二
〇
一
八
年
）
三
三
〇
頁
、
三

三
五
頁
参
照
。

（
17
）　

佐
伯
仁
志
・
注
8
文
献
・
三
四
〇
頁
、
西
田
典
之
／
橋
爪
隆
補
訂
・
注
12
文
献
・
三
一
七
頁
以
下
、
橋
爪
隆
・
注
8
文
献
・
二
七
四
頁
参
照
。

（
18
）　

平
野
龍
一
・
注
2
文
献
・
一
三
四
頁
参
照
。

（
19
）　

平
野
龍
一
「
正
犯
と
実
行
」
佐
伯
千
仭
博
士
還
暦
祝
賀
・
犯
罪
と
刑
罰
上
巻
（
一
九
六
八
年
）〔
後
に
、
平
野
龍
一
・
注
2
文
献
・
一
二
七
頁
以
下



104國學院法學第 58 巻第 3号（2020）

に
収
録
〕。

（
20
）　

特
に
、
平
野
龍
一
「
刑
法
の
基
礎
／
第
七
章　

共
犯
／
第
一
節　

共
犯
の
従
属
性
㈠
～
㈢
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
四
一
号
（
一
九
六
七
年
）
三
二
頁
以

下
、
一
四
二
号
（
一
九
六
八
年
）
二
九
頁
以
下
、
一
四
三
号
（
一
九
六
八
年
）
二
五
頁
以
下
参
照
。

（
21
）　

平
野
龍
一
・
注
1
文
献
・
三
四
〇
頁
以
下
参
照
。

（
22
）　

平
野
龍
一
・
注
1
文
献
・
四
〇
〇
頁
参
照
。

（
23
）　

平
野
龍
一
・
注
1
文
献
・
三
四
二
頁
参
照
。

（
24
）　

平
野
龍
一
・
注
1
文
献
・
三
四
二
頁
。

（
25
）　

平
野
龍
一
・
注
1
文
献
・
三
四
四
頁
、
三
八
一
頁
参
照
。

（
26
）　

こ
れ
は
、「
正
犯
者
と
は
、
犯
罪
実
現
に
加
わ
っ
た
者
の
う
ち
で
最
も
重
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
者
」、「
犯
罪
実
現
に
つ
い
て
第
一
次
的
責
任
を
負
う

べ
き
中
心
的
存
在
」
と
い
う
表
現
と
相
通
じ
る
趣
旨
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
井
田
良
・
刑
法
総
論
の
理
論
構
造
（
二
〇
〇
五
年
）
三
四
八

頁
、
島
田
聡
一
郎
・
注
8
文
献
・
四
六
四
頁
参
照
。

（
27
）　

西
田
典
之
／
橋
爪
隆
補
訂
・
注
12
文
献
・
三
七
二
頁
、
橋
爪
隆
・
注
8
文
献
・
三
二
八
頁
参
照
。

（
28
）　

平
野
龍
一
・
注
2
文
献
・
一
三
五
頁
参
照
。

（
29
）　

平
野
龍
一
・
注
2
文
献
・
一
三
五
頁
参
照
。

（
30
）　

平
野
龍
一
・
注
2
文
献
・
一
三
五
頁
参
照
。

（
31
）　

平
野
龍
一
・
注
4
文
献
・
一
一
二
～
一
一
三
頁
参
照
。

（
32
）　

平
野
龍
一
・
注
1
文
献
・
四
〇
一
頁
参
照
。

（
33
）　

平
野
龍
一
・
注
1
文
献
・
四
〇
〇
頁
参
照
。

（
34
）　

平
野
龍
一
・
刑
法
概
説
（
一
九
七
七
年
）
一
二
一
～
一
二
二
頁
参
照
。

（
35
）　

な
お
、
平
野
龍
一
・
注
1
文
献
・
四
〇
一
頁
参
照
。

（
36
）　

こ
の
疑
問
に
対
し
て
、「
特
殊
の
社
会
的
心
理
現
象
と
し
て
の
共
同
意
思
主
体
」
を
も
っ
て
答
え
れ
ば
共
同
意
思
主
体
説
、「
心
理
的
拘
束
性
」
を
も

っ
て
答
え
れ
ば
間
接
正
犯
類
似
説
、「
関
与
者
ご
と
の
複
数
の
並
列
的
行
為
支
配
」
を
も
っ
て
答
え
れ
ば
機
能
的
行
為
支
配
説
に
接
近
す
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
疑
問
に
関
す
る
答
え
と
し
て
、
嶋
矢
貴
之
「
過
失
犯
の
共
同
正
犯
（
二
・
完
）」
法
学
協
会
雑
誌
一
二
一
巻
一
〇
号
（
二
〇
〇
四
年
）
一
六
九
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七
頁
、
内
海
朋
子
「
共
同
正
犯
に
お
け
る
『
意
思
連
絡
』
の
意
義
に
つ
い
て
㈠
」
亜
細
亜
大
学
・
亜
細
亜
法
学
三
九
巻
二
号
（
二
〇
〇
五
年
）
九
九
頁
、

島
田
聡
一
郎
・
注
8
文
献
・
四
五
四
頁
、
杉
本
一
敏
「
意
思
連
絡
に
つ
い
て
」
高
橋
則
夫
ほ
か
・
理
論
刑
法
学
入
門
（
二
〇
一
四
年
）
二
二
九
～
二
三
〇

頁
参
照
。

（
37
）　

松
原
芳
博
「
共
謀
共
同
正
犯
論
の
現
在
」
法
曹
時
報
六
三
巻
七
号
（
二
〇
一
一
年
）
一
〇
頁
（「
重
要
な
役
割
説
」）、
曽
根
威
彦
＝
松
原
芳
博
編
・

重
点
課
題
刑
法
総
論
（
二
〇
〇
八
年
）
二
二
七
頁
〔
田
山
聡
美
〕（「
重
要
な
役
割
説
（
包
括
的
正
犯
説
）」）、
浅
田
和
茂
・
刑
法
総
論
（
第
二
版
・
二
〇

一
九
年
）
四
三
一
頁
（「
重
要
な
役
割
説
（
な
い
し
包
括
的
正
犯
説
）」）
参
照
。

（
38
）　

平
野
龍
一
・
注
1
文
献
・
四
〇
三
頁
参
照
。

（
39
）　

平
野
龍
一
・
注
1
文
献
・
四
〇
〇
頁
参
照
。

（
40
）　

平
野
龍
一
・
注
1
文
献
・
三
九
七
～
三
九
八
頁
参
照
。

（
41
）　

平
野
龍
一
・
注
1
文
献
・
三
八
一
頁
参
照
。

（
42
）　

平
野
龍
一
・
注
1
文
献
・
三
九
八
頁
参
照
。

（
43
）　

米
田
泰
邦
「
共
謀
共
同
正
犯
─
─
否
定
論
の
立
場
か
ら
─
─
」
中
義
勝
編
・
論
争
刑
法
（
一
九
七
六
年
）
二
五
三
頁
。

（
44
）　

浅
田
和
茂
・
注
37
文
献
・
四
一
八
頁
。

（
45
）　

法
制
審
議
会
刑
事
法
特
別
部
会
・
改
正
刑
法
草
案
附
同
説
明
書
（
一
九
七
二
年
）
一
一
九
頁
。

（
46
）　

平
野
龍
一
・
注
1
文
献
・
四
〇
三
頁
参
照
。

（
47
）　

平
野
龍
一
・
注
1
文
献
・
四
〇
五
頁
参
照
。

（
48
）　

西
田
典
之
／
橋
爪
隆
補
訂
・
注
12
文
献
・
三
七
六
～
三
七
八
頁
、
橋
爪
隆
・
注
8
文
献
・
三
三
二
～
三
三
四
頁
参
照
。

（
未
完
）


